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はじめに 

 

 

平成１８年４月に障害者自立支援法が施行されてから、６年が経過しようとして

います。 

その間、いくつかの制度の改正がなされ、利用される本人や家族の方におかれま

しては個人負担額やサービスの選択などに関する戸惑い、サービスを提供される事

業所においても新体系サービスへの移行等に際してのご苦労などがあったように

思います。 

同時に市では、障害のある方の不安を少しでも軽減するために相談支援体制の強

化を図ってまいりました。地域活動支援センターの設置、障害者自立支援協議会の

設立など、障害のある方、その家族の皆様などの不安や要望をいち早くキャッチし、

早期に解決できるような体制も定着させつつあります。 

しかしながら、障害のある方や家族の皆様が抱える問題は多岐に渡っており、同

じような問題であっても、それぞれ、その方にあった支援が求められています。今

回の計画策定に際し、事業所ヒアリング等を通して課題の集約を図りましたが、ま

だまだ課題は残されていると思われ、新たな課題の解決に向けてより一層取り組み

を強化しなければなりません。 

そういったことを踏まえ、今回、『更なる「安心」と「自立」を支える』を基本

目標として、平成２４年度から２６年度までの障害福祉サービスの数値目標等を定

めた「香南市第３期障害福祉計画」を策定いたしました。 

この計画は、障害のある人に対するサービスの量的な目標値を、単に示したとい

うものではありません。障害のある人を取り巻く環境をも含め、その人に対してど

ういった問題があるのかを明らかにしたうえで、課題解決に向けたベストな支援方

法を導き出すための指標を現時点で具体化したものです。 

この計画を実現していくためには、行政はもとより、関係機関や団体、企業など

が互いに連携して、サービス基盤や環境整備を含め、『更なる安心と自立』の実現

に取り組むとともに、市民の皆様一人ひとりの積極的な参加が大切だと考えていま

すので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 最後に、この計画の策定にあたりまして、アンケート調査等にご協力いただきま

した皆様、そして貴重なご意見を踏まえ策定にご尽力いただきました「香南市障害

者自立支援協議会」の方々に厚くお礼を申し上げます。 

 

 

   平成２４年３月 

 

                      香南市長  仙 頭 義 寛 
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第１章 計画の基本的事項 

 

１．計画策定の背景と目的 

障害の種別や年齢を超えて、障害のある人すべてが公平公正にサービス利用ができ

るよう、平成17年10月に「障害者自立支援法」が成立し、平成18年４月から施行

され、6年が経過しようとしています。 

その間、施行直後から利用者負担における応益負担による利用料の増加への

不満が高まり、平成19年４月、更に平成20年７月に障害者の負担軽減等の対

策として、低所得者世帯への月額負担上限額の引き下げや、事業者に対する激変

緩和措置及び新法移行等のための緊急的な経過措置を実施されました。  

また、平成20年度には障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置と

して、事業者の経営基盤の強化及びグループホーム等の整備促進の実施、平成22

年度には、低所得者の利用者負担の無料化を実施するなど、負担軽減の方向で施

策が進められています。 

あわせて、平成23年度までの経過措置として認められていた旧体系サービスが平

成24年度から新体系サービスに完全に移行されることから、平成23年度においては

サービス提供事業者におけるサービス内容や定員、その提供体制の確立等、大きな変

革を迎えました。 

一方、障害のある人をめぐる状況をみると、障害のある人が増加傾向で推移する中

で、総じて本人やその家族介護者の高齢化が進行しているほか、自立と社会参加のた

めの日常的な生活支援とともに、将来にわたる生活不安への対応のための障害福祉サ

ービスの一層の充実及び相談支援体制の強化が求められています。 

この計画は、そういった背景を含め、障害者自立支援法の規定に基づいて、これま

での計画の進捗状況や課題、障害のある人のニーズ等を踏まえ、本市における今後の

サービス提供基盤の整備目標やその確保方策等に関する基本的事項を定めるもので

す。 
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２．計画の位置づけ 
この計画は、障害者自立支援法第88条に基づく法定計画です。 

計画の策定にあたっては、同法において国の定める基本指針に即するとともに、香

南市振興計画及び障害者基本計画との調和を保ち、３年を１期とし目標年度までの各

年度における障害福祉サービス・相談支援の必要な見込量ならびに地域生活支援事業

の種類ごとの実施に関する事項等を定めるものです。 

 
障害福祉計画の計画期間 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
《第 3 期計画の国の考え方》 
 
計画に定める事項 ◎第 2 期計画を踏襲 

数値目標 

① 平成 26 年度末までに福祉施設から地域生活に移行する人の数 
   ⇒平成 17 年 10 月 1 日時点の施設入所者数の３割以上の数が移行 

することを基本（第２期計画では１割以上） 
② 平成 26 年度末の施設入所者数 

   ⇒平成 17 年 10 月 1 日時点から１割以上削減することを基本 
（第２期計画では７％以上） 

③ 退院可能精神障害者の減少 【県で設定】 
④ 平成 26 年度に福祉施設から一般就労へ移行する人の数 

   ⇒平成 17 年度の一般就労への移行実績の４倍以上を基本 

サービス見込み ・ 見込量算出にあたっての指針は第 2 期計画を踏襲 
・ 障害者自立支援法改正により創設された相談支援、同行援護を追加 

その他 

・ 児童福祉法に基づく障害児に係るサービスの提供体制の整備方針を 
定めることが望ましい 

・ ニーズ調査の実施等により、現場のニーズの把握に努めること 
・ 策定にあたり、自立支援協議会の意見を聴くよう努めること 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

新サービス体系への移行 

＜第１期計画＞ ＜第２期計画＞ 

平成 23 年度の目標達

成に向け、香南市にお

ける障害福祉サービ

スの３か年の整備目

標を地域の実情を勘

案して設定するとと

もに、その確保策を明

示する。 

数値目標の考え方は

第１期計画に沿うが、

実績や今後の制度改

革の動向を踏まえて

計画を見直し、第２期

計画を策定する。 

＜第３期計画＞ 

新体系サービスに完全移

行したことから、平成23

年度までの実績や地域の

実情・課題を勘案し、制

度改革の動向を踏まえ、

第３期計画を策定する。 
※計画期間中に法の見直し

等が行われた場合は、必要に

応じて計画を見直す。 

新サービス体系のみ 
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３．計画の対象者と用語の使い方 

この計画の対象者は、「障害者基本法」において定義されているように“身体障害・

知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受

ける人”とします。 

また、この計画では、特に法律上の名称や慣用的な表現及び図表中などを除き、計

画対象者を総称する場合、「障害のある人」という表現で統一し、障害種別の表現が

必要な場合には、次表のとおり、「身体障害のある人」「知的障害のある人」「精神

障害のある人」という表現を用います。 

 

計画対象者とその定義 

１ 身体障害のある人 ～ 身体障害児・者 

「身体障害者福祉法」において、①視覚障害、②聴覚又は平衡機能の障害、③

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害、④肢体不自由、⑤心臓、じん臓、

呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸若しくはヒト免疫不全ウィルスによる免疫、肝

臓の機能の障害がある18歳以上の人であって、都道府県知事から身体障害者手

帳の交付を受けた人を対象とします。 

また、「児童福祉法」において「身体に障害のある子ども」という語を用いてい

る上記のような障害のある児童を総称し、「身体障害のある子ども」とします。 

２ 知的障害のある人 ～ 知的障害児・者  

「知的障害者・児」の定義は、法的には明示されていませんが、厚生労働省で

は「知的機能の障害が発達期（おおむね18歳まで）にあらわれ、日常生活に支

障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」として

います。 

なお、この計画の中では、「知的障害のある人」、もしくは「知的障害のある

子ども」という表現で統一します。 

３ 精神障害のある人 ～ 精神障害者 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」において定める、統合失調症、

精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神

疾患を有する人を対象とします。 

また、平成23年8月公布の「障害者基本法の一部を改正する法律」の中で、

発達障害は精神障害の一部に含まれると明記されたことなど、発達障害のある

人、高次脳機能障害のある方も含まれます。 

なお、この計画では、「精神障害のある人」と統一します。 
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第２章 障害者自立支援法見直しの論点 

 

平成18年１０月には障害者自立支援法が全面施行されましたが、障害者自立支援

法における諸問題を受け、平成21年12月、内閣に設置された障がい者制度改革推進

本部のもとで、障がい者制度改革推進会議が開催され、その中で制度改革に向けて検

討が行われてきました。  

その動きを受けて、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保

健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法

律の整備に関する法律」（障害者自立支援法の一部改正）の制定や、障害者基本法の

一部改正、障害者虐待防止法の制定が行われ、平成25年8月には「（仮称）障害者総

合福祉法」（目標は、①障害のない市民との平等と公平、②谷間や空白の解消、③格

差の是正、④放置できない社会問題の解決、⑤本人のニーズにあった支援体制、⑥安

定した予算の確保）の制定をめざして現在検討が進められています。 

 
 
 
「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直す 

までの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

「その他の法律等」 
 
 

 

 

 
 

○ 利用者負担の見直し  → 利用者負担については、原則応能負担  

（平成24年4月施行）    障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算  

○ 障害者の範囲の見直し → 発達障害が障害者自立支援法の対象となる  

（平成22年12月施行）  

○ 地域における自立した生活のための支援の充実  

（平成23年10月施行） → グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設 

○ 相談支援の充実    → 相談支援体制の充実 

（平成24年4月施行）    ・「自立支援協議会」の法定化 

・支給決定プロセスの見直し（サービス等利用計画案を勘案） 

・成年後見制度利用支援事業の必須事業化 

○ 障害児支援の強化   → 児童福祉法で基本としている身近な地域での支援の充実  

（平成24年4月施行）    ・現在は障害種別等で分かれている施設の一元化  

・通所サービスの実施主体の市町村への移行等  

・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設 

○ 障害者基本法の一部改正 → ・何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別その他 

（平成23年8月）          の権利利益を侵害する行為をしてはならない旨を規定 

               ・発達障害は精神障害の一部に含まれると明記され、障害者 

の定義に含まれる 

○ 障害者虐待防止法の成立 → ・虐待防止、早期発見、早期対応 

（平成24年10月施行）     ・市町村障害者虐待防止センターの設置 

              ・虐待防止マニュアルの作成 
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第３章 障害のある人の状況等 

 

１．障害のある人の状況 

（１）身体障害のある人 

身体障害のある人の状況は以下の図表のとおりで、身体障害者手帳所持者数（交付

数）でみると、平成2４年１月1日現在1,９６１人（平成18年度から１３％増）で増

加傾向にあり、特に、1級、3級、4級の増加が顕著です。 

その年齢構成では、とりわけ、65歳以上の方が全体の約7５％を占めており、総じ

て高齢化が顕著となっています。また、新規取得者のうち生活習慣病を起因とする割

合が、平成21年度では約６１％、平成22年度は約５３％となっています。 

この近年の増加においては、身体障害者手帳取得が更生医療の給付要件になってい

る、手帳等級によっては医療費が無料となる重度心身障害児･者医療費助成(福祉医療)

が受けられるなどのほか、税金の控除、有料高速道路やＮＨＫ受信料の割引などが受

けられるといった手帳取得による各種メリットの多さが、病院等を通して浸透してい

ることが要因と考えられます。 

サービスに関しては、手帳所持者の高齢化により介護保険の利用が優先されており、

障害福祉サービスについては、手帳所持者全体のうちではごく僅かの方が利用してい

る状況です。ただ、在宅生活を続けるうえで、自分自身または家族の支援も限界を迎

えている方も多く、今後、サービスの要望が高まるものと考えられます。また介護度

の高い方で介護保険のサービス量だけでは不足している方もおり、障害福祉サービス

との併用を検討するケースも増えています。 

障害福祉サービスの環境に関しては、特に訪問系サービスについて、長時間支援や

夜間の支援、医療的ケアなどの必要性が高まる中、対応できる事業所の確保が難しい

などの課題が生じています。 

また、日中活動系サービスにおいては、身体障害のある人を中心に受け入れる自立

訓練及び就労支援の事業所が管内になく、事業所の選択肢が少ない状況です。自立支

援法では、3障害一体化でサービス提供することは示されていますが、障害のある人

の声として、「同じ障害を持った仲間」を求める声も多く、現実的にはまだ実践され

ていない課題があります。 
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身体障害者手帳 等級別・年齢層別 交付数 

    （単位：人） 

基 準 日 H18.4.1 H21.4.1 H24.1.1 

人  口 ３４，１７９ ３３，８６３ ３４，４９７ 出現率 5.68% 

身体障害者手帳 

交付者数計 
１，７３０ １，８５４ １，９６１ 身体構成比 

１級 ５２６ ５６８ ５９０ ３０．１％ 

２級 ３２２ ３２６ ３１１ １５．９％ 

３級 ２９０ ３０９ ３３９ １７．３％ 

４級 ３７３ ４４２ ５１８ ２６．４％ 

５級 １１３ １１２ １０６ ５．４％ 

６級 １０６ ９７ ９７ ４．９％ 

※年齢層  １８歳未満 ３９ ３６ ４１ ２．１％ 

        １８～３９歳 ８４ ８７ ８３ ４．２％ 

        ４０～６４歳 ４０３ ３９７ ３７６ １９．２％ 

        ６５歳以上 １，２０４ １，３３４ １，４６１ ７４．５％ 

 

 

 

 

H24.1.1 現在の等級別・障害種類別手帳交付数 
     （単位：人） 

障害種類別 視覚 聴覚・平衡 
音声・言語 

・そしゃく 

肢体 

不自由 

心臓・腎臓・呼

吸器・膀胱等 

交付者数計 １０４ １２５ １８ １，０４１ ６７４ 

１級 ３７ ６ ２ ２３０ ３１５ 

２級 ３４ ３８ ３ ２３０ ６ 

３級 ８ １５ １０ ２１３ ９３ 

４級 ８ ２４ ３ ２２４ ２５９ 

５級 １４ ０ ０ ９２ ０ 

６級 ３ ４２ ０ ５２ １ 

全交付者数におけ

る障害種別構成比 
５．３％ ６．４％ ０．９％ ５３．０％ ３４．４％ 
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（２）知的障害のある人 

知的障害のある人の状況は以下の図表のとおりで、療育手帳所持者数（交付数）で

みると、平成2４年１月1日現在2３４人（平成18年度から２３％増）で増加傾向に

あります。 

手帳取得の要因としては、新生児から明らかに重度障害があり就学前に取得するケ

ース、そして、就学期に中学進学、高校進学等の就学期のライフステージが変わると

きに取得するケースが主ですが、最近は、今までは親の支援等でなんとか生活できて

いた方が親の死や高齢化、離職や解雇等により支援環境が困難になったことから、日

中活動系サービスの利用を含め支援策を広めるために取得するケースも増えていま

す。 

障害福祉サービスに関しては、訪問系サービスの支給量は安定しており、現行のま

ま推移するものと思われます。 

また、日中活動系サービスにおいては、就労継続支援Ａ型及びＢ型、就労移行支援

に取り組む事業所が管内及び近隣市町村に多くあることから利用される方も多く、本

人の就労意欲向上により今後一般就労の可能な方が増えてくると考えられます。 

 

 

療育手帳 等級別・年齢層別 交付数 
    （単位：人） 

基準日 H18.4.1 H21.4.1 H24.1.1 

人  口 ３４，１７９ ３３，８６３ ３４，４９７ 出現率 0.68% 

療育手帳交付者数計 １９１ ２２１ ２３４ 知的構成比 

Ａ１（最重度） ３６ ４０ ３９ １６．７％ 

Ａ２（重度） ５１ ５８ ５６ ２３．９％ 

Ｂ１（中度） ６５ ６８ ７１ ３０．３％ 

Ｂ２（軽度） ３９ ５５ ６８ ２９．１％ 

※年齢層  ２０歳未満 ３４ ３５ ４９ ２０．９％ 

        ２０～３９歳 ８５ ９５ ９３ ３９．８％ 

        ４０～５９歳 ４９ ５４ ５６ ２３．９％ 

        ６０歳以上 ２３ ３７ ３６ １５．４％ 
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（３）精神障害のある人  

精神障害のある人の状況は以下の図表のとおりで、精神障害者保健福祉手帳所持者

数（交付数）でみると、平成2４年１月1日現在１１１人（平成18年度から４６％増）

で、特に２級と判定される方が増加しています。 

また、自立支援医療（精神通院医療）受給者については、６年前より１００名以上

増加の３６２人（平成18年度から４４％増）で、疾患区分別では、統合失調症、統

合失調症型障害及び妄想性障害が175人、気分(感情)障害が95人、挿間性及び発作

性障害が28人、神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害が27人、その

他疾患で37人となっており、気分障害及び統合失調症の増加が顕著です。 

増加傾向にある精神障害のある人に対する訪問系サービスは、本人の精神状況によ

ってサービス利用の変動が大きく、また行政等支援側から見てサービスの必要性があ

る方について、本人や家族が希望されないため利用に結びつかない方もいます。 

また、日中活動系サービスの就労支援については、知的障害のある人同様、本人の

就労意欲向上が期待され、今後一般就労も可能な方が増えてくると考えられますが、

一方で、周りの人から期待されることでプレッシャーを感じ精神状態の悪化を招くこ

とも懸念されるため、適切な治療の継続等慎重な対応が求められています。 

特に、相談支援やサービス利用計画の作成・管理等においては、本人との信頼関係

の構築に障害特性を考慮した配慮が不可欠であり、医療機関や関係機関と連携したう

えでの支援策が求められています。 

 

精神 手帳の等級別・年齢層別交付数及び自立支援医療(精神通院医療)受給者数 
    （単位：人） 

基準日 H18.4.1 H21.4.1 H24.1.1 

人  口 ３４，１７９ ３３，８６３ ３４，４９７ 出現率 0.32% 

手帳交付者数計 ７６ １００ １１１ 精神構成比 

１級 ６ ７ ３ ２．７％ 

２級 ６３ ８０ ９１ ８２．０％ 

３級 ７ １３ １７ １５．３％ 

※年齢層  ２０歳未満 ０ ０ １ ０．９％ 

        ２０～３９歳 １０ １５ ２８ ２５．２％ 

        ４０～５９歳 ３６ ４９ ５３ ４７．８％ 

        ６０歳以上 ３０ ３６ ２９ ２６．１％ 

自立支援医療（精神 

通院医療）受給者計 
２５１ ３１５ ３６２ 

精神通院 

構成比 

※年齢層  ２０歳未満 １３ １１ １１ ３．０％ 

        ２０～３９歳 ７５ ８５ ９９ ２７．４％ 

        ４０～５９歳 １０５ １３６ １５４ ４２．５％ 

        ６０歳以上 ５８ ８３ ９８ ２７．１％ 
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２．香南香美地区障害者自立支援審査会の状況 

（１）審査会の概要 

障害者への支援の必要度に関する客観的尺度として障害程度区分が導入され、平成

18年7月、「香南香美地区障害者自立支援審査会」を香美市と共同設置しました。 

審査会は、医師、保健師、理学療法士、福祉施設関係者で審査・認定を行っており、

新規申請者の他、既に認定されている方の期間等の更新や心身の状態の変化等に伴う

障害程度区分変更の審査・認定も行います。 

審査会では、認定調査員が調査した10６項目の事項を国の定める判定基準ソフト

で、判定（一次判定）したものを審査します。その際には、一次判定に反映しきれな

い心身の状態等を認定調査員が具体的に特記事項として提出し、主治医意見書と併せ

て判断します。したがって、審査会の判定（二次判定）で一次判定結果が変更になる

場合もあり、今までの審査件数の中では、全体で約４１％が変更になっています。 

 
香南香美地区障害者自立支援審査会の開催状況及び審査件数 

 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度見込 

開催回数 回 １３ １１ １２ １０  １１  １１  

審査件数 件 １１７ ３３ ３７ １２９  １３５  １５３  

 うち香南市分 ４７   １８   ２２  ５７  ７１  ７７  

 
 
 
 

（２）香南市の状況 

平成24年1月現在、障害程度区分の認定がされているのは177名です。 

居宅介護、短期入所、生活介護及び施設入所支援などのサービスを利用するには、

障害程度区分の認定が必要です。就労支援や自立訓練等のサービスには必要ありませ

んが、支援の目安として区分認定の申請をされることが多くなっています。 

平成21年度の増加は、3年ごとの認定更新時期、また、平成22年度以降の増加は、

新体系サービスの適用検証のために事業所主導で認定申請されたことなどが増加要

因のひとつです。 
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平成24年度以降は、認定期間（心身の状態の変化や特別な理由が想定されない場

合は36ヶ月）終了に係る更新申請や、法改正に伴う新たなサービス利用者および、

需要の拡大が見込まれるため、審査件数が増加すると考えられます。 

また、障害程度区分の判定が、サービスの選択や事業所の報酬にも直結するため、

認定調査等県が行う研修会等への参加など、認定調査員及び認定審査委員の更なる適

正化が求められています。 

 

 

障害別区分認定者数 (平成 24 年 1 月 1 日現在の 177 人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害程度区分認定者割合 
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３．障害福祉サービスの利用実績 

（１）障害者自立支援法に係るサービス種類別の月平均利用者数の実績 

平成18年度（10月以降）から平成2３年度（１１月迄）までの月平均利用者数は

以下のとおりです。 

サービス種類別月平均利用者数実績 
 

 

サ ー ビ ス 種 類 
月平均利用者数（人） 

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

訪問系サービス ２１ ２７ ３２ ３４ ３６ ３４ 
居宅介護 ２１ ２７ ３２ ３３ ３４ ３３ 
重度訪問介護    １ １ １ 
日中活動系サービス １０ １８ １８ ３２ ６１ ８７ 
生活介護 ３ ４ ７ ９ １８ ２９ 
自立訓練（機能訓練）     １ ２ 
自立訓練（生活訓練）    １ ２ ２ 
就労移行支援 １ １  １ ２ ４ 
就労継続支援（Ａ型）   １ ２ ３ ６ 
就労継続支援（Ｂ型） １ ７ ８ １４ ２３ ２９ 
児童デイサービス ５ ６ ３ ５ １２ １５ 
短期入所 ２ ３ ３ ６ ８ ６ 
療養介護 １ １ １ １ １ ２ 
居住系サービス １１ １４ １５ １４ １７ １７ 
共同生活介護 ６ ８ ９ ９ １１ １０ 
共同生活援助 ５ ６ ６ ５ ６ ７ 
施設入所支援    ２ ６ １６ 
旧法施設支援費（入所） ５４ ５４ ５２ ５１ ４４ ３６ 
旧身障入所更生施設 １   １   
旧身障入所療護施設 ２０ ２２ ２２ ２１ ２０ １２ 
旧身障入所授産施設 １ １ １ １   
旧知的入所更生施設 ２８ ２５ ２５ ２４ ２１ ２２ 
旧知的入所授産施設 ４ ４ ４ ４ ３ １ 
旧知的通勤寮 １ ２     

旧法施設支援費（通所） ４８ ５５ ５７ ４９ ４４ ３９ 
旧身障通所更生施設       
旧身障通所療護施設       
旧身障通所授産施設 ６ ８ ６ ５ ５ ４ 
旧知的通所更生施設 ５ ５ ４ ４   
旧知的通所授産施設 ３７ ４３ ４７ ３９ ４０ ３５ 

小計（新体系サービス） ４５ ６３ ７０ ８９ １２９ １６２ 
小計（旧体系サービス） １０３ １０９ １０９ １００ １０５ ７５ 
サービス利用計画作成   ７ １４ １７ １３ 

障害者自立支援給付事業状況報告用データ(国保連合会)より。(月遅れ請求や過誤による相違あり) 
※表内の数字は年度の月平均を小数点以下四捨五入し、整数化。 
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（２）障害者自立支援法に係るサービス種類別の月平均利用回数の実績 

平成18年度（10月以降）から平成2３年度（１１月迄）までの月平均利用回数は

以下のとおりです。 

サービス種類別月平均利用回数実績 

 

サ ー ビ ス 種 類 
【単位:訪問以外は人日】 

月平均利用回数 

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

訪問系サービス【時間】 ３２３ ４０２ ４９４ １，０９６ １，２１８ ９９４ 
居宅介護 ３２３ ４０２ ４９４ ５１６ ６０４ ６１５ 
重度訪問介護    ５７９ ６１５ ３７６ 
日中活動系サービス ６３ １６７ ２３４ ４５０ ８２８ １，３１４ 
生活介護 ２６ ３１ ８８ １３６ ２７１ ５１３ 
自立訓練（機能訓練）     １９ ３４ 
自立訓練（生活訓練）    ２０ ３９ ３８ 
就労移行支援 ２１ １９  ９ ３３ ７４ 
就労継続支援（Ａ型）       
就労継続支援（Ｂ型） ６  １４ ４８ ６１ １１４ 
児童デイサービス １０ ９ ４ １０ ２１ ４３ 
短期入所 １６ ２１ １８ ３５ ５６ ４３ 
療養介護 ２９ ２９ ２９ ３０ ３５ ６０ 
居住系サービス ３０７ ３９４ ４１１ ３８３ ４３９ ４９２ 
共同生活介護 １５９ ２３８ ２４４ ２４４ ２７７ ２９３ 
共同生活援助 １４９ １５５ １６７ １４０ １６２ １９９ 
施設入所支援       

旧法施設支援費(入所) １，５８４ １，５４７ １，５１３ １，４７４ １，３１４ １，０６１ 
旧身障入所更生施設 ３０ ５  ２９   
旧身障入所療護施設 ５７１ ６３８ ６３７ ６１９ ６０６ ３５３ 
旧身障入所授産施設 １９ １９ ２０ １９   
旧知的入所更生施設 ８０２ ７１７ ７３９ ６９０ ６１８ ６４８ 
旧知的入所授産施設 １１７ １１７ １１６ １１７ ９０ ６１ 
旧知的通勤寮 ４５ ５０     

旧法施設支援費(通所) ８６０ １，０２６ １，０１９ ９１６ ８５８ ７５３ 
旧身障通所更生施設       
旧身障通所療護施設       
旧身障通所授産施設 １１６ １１８ １０８ ９８ ８５ ８１ 
旧知的通所更生施設 ９７ ９５ ７６ ７５   
旧知的通所授産施設 ６４７ ８１４ ８３６ ７４２ ７７３ ６７２ 

障害者自立支援給付事業状況報告用データ(国保連合会)より。(月遅れ請求や過誤による相違あり) 
※表内の数字は年度の月平均を小数点以下四捨五入し、整数化。 
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（３）障害者自立支援法に係るサービス種類別の月平均費用の実績 

平成18年度（10月以降）から平成2３年度（１１月迄）までの月平均費用は以下

のとおりです。 

サービス種類別月平均費用実績 

サ ー ビ ス 種 類 
月平均費用（千円） 

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

訪問系サービス ９５６ １，２１２ １，４５０ ２，８９０ ３，３２３ ２，９０８ 
居宅介護 ９５６ １，２１２ １，４５０ １，６７８ ２，０１１ ２，１０３ 
重度訪問介護    １，２１２ １，３１３ ７９８ 
日中活動系サービス ４４７ ９３９ １，４８５ ３，２５５ ６，０８９ １０，７４５ 
生活介護 ２０８ ２５４ ７６４ １，３９１ ２，６３１ ５，５８０ 
自立訓練（機能訓練）     １４２ ２４８ 
自立訓練（生活訓練）    １３３ ２６４ ２６０ 
就労移行支援 １５６ １４１  ７５ ２８６ ６３３ 
就労継続支援（Ａ型）       
就労継続支援（Ｂ型） ２９ ４９７ ６２６ １，３２３ ２，２６０ ３，０２９ 
児童デイサービス ５５ ４７ ２９ ７２ １６６ ３６２ 
短期入所 ３５２ ３５５ ２２２ ４５６ ５１４ ４６７ 
療養介護 ２４９ ２５０ ２５１ ２５５ ２９７ ５１４ 
居住系サービス ７３９ ９０６ ９３５ ９２９ １，１１７ １，４９９ 
共同生活介護 ４６７ ６２３ ６４１ ６５５ ７６１ １，０６１ 
共同生活援助 ２７２ ２８３ ２９４ ２７４ ３５６ ４３７ 
施設入所支援    ３０５ ４５８ １，９６２ 
旧法施設支援費(入所) １３，２６７ １３，４３３ １３，２２０ １３，２６９ １１，９３６ ９，００１ 
旧身障入所更生施設 ２０５ ３１  ２４３   
旧身障入所療護施設 ６，３０４ ７，０３４ ７，０１６ ６，９５９ ６，８２７ ３，９０４ 
旧身障入所授産施設 ８９ １０８ ９９ １３５   
旧知的入所更生施設 ５，６１４ ５，２１２ ５，２３１ ５，０１６ ４，４１８ ４，６４２ 
旧知的入所授産施設 ９６１ ８７８ ８７３ ９１６ ６９１ ４５６ 
旧知的通勤寮 ９３ １７０     

旧法施設支援費(通所) ６，８４９ ７，５３３ ７，６７６ ７，０８６ ６，４８３ ５，６８９ 
旧身障通所更生施設       
旧身障通所療護施設       
旧身障通所授産施設 ７１３ ７７０ ６７３ ６０４ ５３０ ５０３ 
旧知的通所更生施設 ９０３ ９１４ ７４１ ７４７   
旧知的通所授産施設 ５，２３３ ５，８５０ ６，２６２ ５，７３６ ５，９５３ ５，１８５ 

小計（新体系サービス） ２，７４３ ３，６６３ ４，３４４ ８，０９１ １１，７９８ １８，０９４ 
小計（旧体系サービス） ２０，１１６ ２０，９６６ ２０，８９５ ２０，３５５ １８，４１９ １４，６９０ 
サービス利用計画作成   ５６ １６３ ２１５ １７４ 

障害者自立支援給付事業状況報告用データ(国保連合会)より。(月遅れ請求や過誤による相違あり) 
※ 表内の数字は年度の月平均を 100 円の位を四捨五入。 

※ サービス費用であり、自己負担額を除く請求額ではない。また特別給付費（食事代等）は含んでいない。 
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４．香南市の人が利用されると見込まれる障害者施設一覧（位置図） 

 
･･･日中系                  ※施設・事業所は計画期間中に想定されるサービス種目で表示 

･･･居住系                  ※数字は次ページの位置に該当 
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香南市の人が利用されると見込まれるサービス事業所の状況

日中系 居住系 H24 H25 H26 日中系 居住系 H24 H25 H26

1 いきいき 生活介護(15） 6 9 14 芸西村 17 第２香南くろしお園 就労継続Ｂ(20) 4 4 4

生活介護(10) 3 3 6 18 安芸市ワークセンター 就労継続Ｂ(30) 3 3 3

就労継続Ｂ(30) 29 32 31 19 ゆうハート安芸 就労継続Ｂ(20) 1 1 1

就労移行(6) 3 5 5 20 障害者支援施設あき 生活介護(50) 入所支援(50) 2 2 2

就労継続Ａ(6) 5 21 すずめ共同作業所 生活介護(17) 1 1 1

就労継続Ｂ(14) 9 8 8 22 すずめ通所センター 生活介護(25) 2 2 2

4 フレンドリー 就労継続Ｂ(24) 9 11 14 23 維新工房きらり 就労継続Ａ(20) 2 2 2

5 のぞみの家 生活介護(62) 入所支援(62) 13 13 13 24 ﾜｰｸｽみらい高知3(STRAWBERRY FIELDS) 就労継続Ａ(20) 1 1 1

－ ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ｢山田｣(のいちごﾎｰﾑ) GH/CH(5) 4 4 4 25 オーシャンクラブ 就労継続Ｂ(30) 1 1 1

－ ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ｢山田｣(はまかぜﾎｰﾑ) GH/CH(5) 2 2 2 26 めざめ 就労継続Ｂ(20) 1 1 1

－ 香南会 GH/CH(15) 4 8 14 27 もやハウス 就労継続Ｂ(20) 1 1 1

香美市 6 パワーズ山田 生活介護(20) 2 2 2 28 みどり作業所 就労継続Ｂ(20) 1 1 1

7 福祉工場かがみの 就労継続Ａ(40) 3 3 3 就労移行(10) 1

生活訓練(6) 1 1 就労継続Ｂ(30) 1 3 3

就労継続Ｂ(34) 機能訓練(28) 1

生活介護(10) 3 3 3 生活介護(6) 入所支援(40) 1 1 1

就労継続Ｂ(10) 5 5 5 30 あじさい園 生活介護(50) 入所支援(50) 1 1 1

9 就労支援ｾﾝﾀｰコーケン 就労継続Ｂ(34) 1 1 1 31 おおなろ園 生活介護(60) 入所支援(60) 2 2 2

生活介護(20） 2 2 2 32 高知病院 療養介護(120) 入所支援(120) 5 5 5

生活介護(138) 入所支援(138) 9 9 9 － はるのハビリホーム GH/CH(6) 2 2 2

就労継続Ｂ(10) 3 3 3 － すずめのお宿１ GH/CH(5) 1 1 1

生活介護(30) 入所支援(30） 1 1 1 － 寿限無（ぎんが） GH/CH(3) 1 1 1

－ 同仁（ぼのぼの） GH/CH(5) 1 1 1 － 宙いろホーム GH/CH(10） 1 1

－ 同仁（めじろ） GH/CH(6) 1 1 1 33 療育福祉センター 児童発達支援(20) 18 18 18

－ ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ｢かがみの｣(あけぼのﾎｰﾑ) GH/CH(6) 3 3 3 室戸市 － むろと･はまゆう園 生活介護(30) 入所支援(30) 1 1 1

－ ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ｢かがみの｣(さくらﾊｳｽ) GH/CH(6) 1 1 1 本山町 － 障害者支援施設しゃくなげ荘 生活介護(50) 入所支援(50) 1 1 1

－ ﾜｰｸｾﾝﾀｰ白ゆり(八井田荘) GH/CH(4) 1 1 1 土佐市 － 障害者支援施設とさ 生活介護(50) 入所支援(65) 1 1 1

－ ﾜｰｸｾﾝﾀｰ白ゆり(舟入荘) GH/CH(6) 1 1 1 仁淀川町 － 湖水園 生活介護(50) 入所支援(50) 1 1 1

－ ﾜｰｸｾﾝﾀｰ白ゆり(ひまわり) GH/CH(6) 1 1 1 中土佐町 － せせらぎ園 生活介護(50) 入所支援(50) 1 1 1

生活介護(40) 4 4 4 黒潮町 － 大方誠心園 生活介護(102) 入所支援(102) 4 4 4

児童発達支援(20) 2 2 2 － わかふじ寮 生活介護(30) 入所支援(30) 1 1 1

13 ウィール社 就労継続Ｂ(20) 1 1 1 － ごり工房 就労継続Ｂ(20) 1 1 1

生活介護 1 1 1 － ぼっちり村(やまびこ荘) GH/CH(5) 1 1 1

療養介護(140) 入所支援(140) 8 8 8 － ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ｢中村｣(中村第7ﾎｰﾑ) GH/CH(6) 1 1 1

15 障害者支援施設こくふ 生活介護(80) 入所支援(80) 6 6 6 檮原町 － 檮原みどりの家 生活介護(80) 入所支援(80) 1 1 1

16 南海学園 生活介護(60) 入所支援(60) 4 4 4 徳島県 － 徳島病院 療養介護(60) 入所支援(80) 2 2 2

－ ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ｢大津｣(育成会第2ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） GH/CH(7) 1 1 1

位

置
施設・事業所名

種目及び定員（見込） 利用者数見込 位

置
施設・事業所名

種目及び定員（見込） 利用者数見込

香南市

2 香南くろしお園

3 風車の丘あけぼの

安芸市

四万十市

14 土佐希望の家

29

高知ﾊﾋﾞﾘﾃｰﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ就労支援事業所

高知ﾊﾋﾞﾘﾃｰﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

10 かがみの育成園

高知市

南国市

12 ウイッシュかがみの

8

障害者支援施設白ゆり

ﾜｰｸｾﾝﾀｰ第二しらゆり

11 ﾜｰｸｾﾝﾀｰ白ゆり
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５．障害のある人の就業状況 

一般企業における障害のある人の雇用については、「障害者の雇用に関する法律」

において「1.8％以上の障害者雇用率の確保（法定雇用率）」が定められています。 

香南市の現状をみると、法定雇用率未達成の企業が多く存在しており、今後も雇用

率の向上に向け、一層の促進を図っていかなければなりません。 

なお、市町村の機関の法定雇用率は2.1％となっていますが、香南市役所では、平

成19年時点は達成できていたものの、平成2３年時点では法定雇用率0.96％で2名

分の不足が生じている状況です。（平成22年度に算定基礎職員数が変更され、市役

所分から教育委員会分へ人数の異動あり。教育委員会では今まで達成している状況。） 

平成20年度以降市でも検討され、平成21，22年度は障害のある人を臨時職で雇

用、平成23年度の新規職員採用試験では障害者枠を設けるなど対応してきました。

今のところ雇用には繋がっていませんが、今後も引き続き、新規採用試験に障害者枠

を設定し雇用を進めると共に、障害のある職員への精神面でのサポート、業務内容・

業務量を考慮した職員配置、職場環境のバリアフリー化など行っていきます。 
 

障害者雇用率の状況（平成 23 年 6 月 1 日現在） 

※民間企業（法定雇用率 1.8%） 

区分 企業数 
算定基礎 

労働者数 

障害者 

の数 

 
実雇 

用率 

法定雇用 

率達成 

企業数 

達成 

企業 

割合 

未達成 

企業数 

不

足

計 
身体 知的 精神 

全 国 75,313 22,261 千人 366 千人 284,428 68,747 13,024 1.65% 34,102 45.3% 41,211 － 

高知県 407 69,583.5 人 1,310 人 862.0 351.0 97.0 1.88% 226 55.5% 181 － 

ﾊﾛｰﾜｰｸ 

香美管内 
22 3,597 人 80.5 人 37.5 41.0 2.0 2.24% 15 68.2% 7 9 

香南市 9 1,871 人 55.5 人 25.5 29.0 1.0 2.97% 6 66.7% 3 5 

 

※ 市町村の機関（法定雇用率 2.1%、教育委員会は 2.0%） 

区 分 機関数 
算定基礎 

労働者数 

障害者 

の数 

 
実雇 

用率 

法 定 

雇用率 

達 成 

機関数 

達成機

関割合 

未達成 

機関数 

不足 

数計 身体 知的 精神 

全 国 2,353 1,049 千人 23 千人  22,375 462 525 2.23% 1,970 83.7% 383 － 

高知県 37 8,538.0 人 165.5 人  157.0 2.5 6.0 1.94% 26 70.3% 11 16.0 

香南市役所 1 207.5 人 2 人  2  0  0  0.96% ― ― ― 2 

教育委員会 1 113.5 人  2 人  2  0  0  1.76% ― ― ― 0 

※香南市役所：重度以外２人（職員・嘱託）を雇用 
注）法定雇用率の算出には、重度身体障害者又は重度知的障害者は、1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は

知的障害者を雇用しているものとみなすなどの基準があるため、人数が小数点表記となっている場合がある。 

※資料提供：高知公共職業安定所（香美出張所） 
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第４章 基本課題の抽出 

１．事業所ヒアリング及びアンケートによる課題抽出 

香南市内の障害のある人の状況及び課題の把握方法として、香南市の障害のある人

が利用する近隣の事業所に出向き、日頃、利用者や保護者との会話の中で聞く、利用

者（家族）の希望･要望等を聞き取り調査することで、利用者のニーズや香南市の課

題を把握できないか、また、サービス量については、現状の支給決定量と実績量を基

に、本人や家族の状況、能力等を個別に検証し、３年間の予測(計画)を個別判断でき

ないかと考え、平成2３年９月～１０月に「事業所ヒアリング」を実施し、また利用

者が少数の事業所については「事業所アンケート」を実施しました。 

ヒアリング及びアンケートの項目については、 

①個別状況（本人の能力･意欲等の状態、家族の介護力状態や意向）を踏まえ

た今後3年間の見込量 

②利用者から受けた相談内容（福祉サービスに関すること、障害や病状の理解

に関すること、健康･医療に関すること、不安解消･情緒安定に関すること、

保育･教育に関すること、家族関係･人間関係に関すること、家計･経済に関

すること、生活技術に関すること、就労に関すること、社会参加･余暇活動

に関すること、権利擁護に関すること等） 

③事業所全体に関すること（系列法人を含むサービスの追加や定員の動向など

将来展望、貴事業所で感じる課題及びその対応策、今現在連携をとっている

関係機関、今後連携をとりたい関係機関、行政等に対する意見や要望等） 

を設定し、①については、「第6章 サービス見込量の設定」に反映し、②及び③

については、次のように集約されました。 
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（１） 利用者から受けた相談内容 

《福祉サービスに関すること》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《障害や病状の理解に関すること》 
 
 
 
 
 
 
 
 
《健康･医療に関すること》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《不安解消･情緒安定に関すること》 
 
 
 
 
 

【新たなサービス利用】 

・将来を含めケアホーム等の利用や短期入所に関しての相談が多い 

【情報】 

・手帳、年金、その他サービス等に関しての情報不足 

【手続き】 

・行政からの案内等が分かりにくく、またその申請等の手続きが困難 

【相談】 

・障害者本人が困り事などを伝えられないなど放置されている現状がある

ため関係機関等の積極的な関与が必要 

・将来への不安、地域生活への不安 

・サービスの利用終了に向けた不安 

（グループホーム等においては生活場所が決まらない不安） 

【本人】 

・自分の障害特性や病状を理解し、生活への影響を考えたい 

・障害内容によっては病状などを隠したい 

【周囲】 

・障害がある事による生活のしづらさなどを分かってもらいたい 

・保護者として社会の理解度への不安がある（行政等による社会啓発） 

【相談先】 

・誰に相談すればいいのか分からない 

【医療機関】 

・障害があることで不適当な受診判断がされることへの不安がある 

・事業所側では、本人を介しての病状把握が困難な場合があるので直接医

療機関と連携を図りたい 

・通院先の選択 

【通院方法】 

・交通手段がない、病状にあった病院が近隣にない 

【生活面】 

・本人が病状を理解できなかったり、服薬など家族の支援を得られない 

【要因】 

・対人トラブル、金銭面、病状 

【家族】 

・今は介護できているが、将来への不安が高い 
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《保育･教育に関すること》 
 
 
 
 
 
 
《家族関係･人間関係に関すること》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《家計･経済に関すること》 
 
 
 
 
 
 
《生活技術に関すること》 
 
 
 
 
 
 
 
《就労に関すること》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【制約】 

・障害による社会的制限に関して不安 

【連携】 

・相談や支援の過程での対人関係等への不安 

【金銭管理】 

・将来を含め収入源の確保が厳しい 

・１ヶ月における生活費の使い方等を本人が把握できていない 

・家族の金銭援助や金銭管理など支援が少ない（事業所へ任そうとする） 

【家族】 

・家庭内でのコミュニケーションや病状理解 

・障害施策の利用等について家族が理解できていない 

・家族の思い描くサービスと現実とのギャップ 

【事業所】 

・利用者間でのトラブルは貸し借りによるケースが多い 

・現状での安定を求める家族により本人の意思･行動が阻まれる 

・保護者が高齢等により関与が少なくなった 

【世間】 

・障害サービスの利用を周りの人に知られたくない 

【行動】 

・掃除や調理などを 1人でできない（独居等家族支援がない場合に援助を要

する） 

【教育】 

・時間把握や金銭管理、整容面など社会に通用する教育を高めてもらいたい 

【工賃】 

・工賃アップ 

・働ける場所の確保 

【事業所】 

・事業所利用に際し保護者の制度への理解が難しい場合がある 

・作業消化に関し利用者の通所調整を要する場合がある 
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《社会参加･余暇活動に関すること》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《権利擁護に関すること》 
 
 
 
 
《その他》 
 
 
 
 
 
 
 
 

まず、サービス事業所においてサービス以外に関する相談内容が数多く寄せられ

ていたことに、障害のある人の抱える問題が多岐に及んでいるうえ、相談の内容に

関する一番の解決先である対象の機関に直接相談されていない現状が伺われます。

全般に言えることですが、特に、医療に関することはかかりつけの医療機関がある

にもかかわらず、事業所の話しやすい支援員に相談されるケースが多いことから、

医療機関においては相談しやすい窓口が求められ、事業所においては適切な機関へ

繋ぐことや関係機関との連携が必要になっています。 

また、人間関係に関しては、障害のある人のコミュニティが事業所と家庭など限

定される方も多く、そこでの問題が当事者にとって精神不安の要因になる可能性が

あり、当事者の不安が高まる前に察知することが望まれ、そのためには事業所等の

支援員に求められる役割は大きくなっています。 

あわせて、通所している方の多くが平日は安定した時間の過ごし方をされますが、

土日などの余暇活動に関して何をして過ごせばいいのか、どういったところが利用

できるのかといった問題も明らかになっています。 

  

【休日】 

・通所以外に過ごし方が分からない 

・興味を引く余暇活動がない 

【家族】 

・余暇活動への理解不足や社会へ出ることを阻む 

【事業所】 

・イベント企画や保護者への理解が困難な場合もある 

【移動手段】 

・通所時は送迎等を活用できるが、本人だけでは交通手段がない 

【権利擁護】 

・人権尊重 

・権利擁護等各種制度の認知不足 

【事業所】 

・家庭との情報共有 

・送迎手段の確保 

【家庭】 

・将来への不安（今取り組むべきことが分からない不安） 
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（２） 事業所全体に関すること 

《系列法人を含むサービスの追加や定員の動向など将来展望》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《事業所で感じる課題及びその対応策》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《現在連携をとっている関係機関及び今後連携をとりたい関係機関》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【サービス動向】 

・グループホーム、ケアホームの新設拡充への動きが広がっている 

・入所系はほぼ「生活介護＋施設入所支援」へ移行(定員も現行どおりが

主） 

・ 現サービス提供の中で利用者ニーズを基に多機能型（新サービスの拡

充）を検討している事業所もある 

(身近な地域にないサービスへの取り組み) 

【サービス外】 

・父母会の立ち上げ 

・地域との交流強化 

・障害者本人だけでなく保護者の介護負担も見据えた取り組みの検討 

【通所系】 

・人員確保 

・ 全てのことを施設に任せる、預けっぱなしの保護者が多い 

（現状安定を望む保護者が多い） 

・自閉症や重度障害者など専門的な介護体制（医療ケア含む）の確立が

困難 

・利用者の休み等が生産性低下に繋がっている 

【入所系】 

・保護者の高齢化に伴い施設との関係が希薄傾向 

【その他】 

・ 通所手段の確保が厳しい 

（送迎範囲の広域化、重度障害者対応、送迎車両やスタッフ不足等） 

・報酬単価の減少 

・障害程度区分による利用者のサービス制限 

・病院、デイケアとの連携強化の重要性を感じる 

・介護（保険）、ＤＶ、子ども関係など障害分野以外の相談対応 

【現在】 

・主に対象者に関して必要な時に連携をとる状態であり、平常時には連携

が少ないため、緊急時などの対応などでスムーズな連絡が取り合えてい

ない現状がある 

【今後】 

・問題が生じたときにすぐにつなげられる関係づくりを日頃からしておき

たい 

・地域移行に関して病院側もグループホーム、ケアホーム等の関係者と日

頃から情報交換しておきたい 

・地域のボランティアや一般企業との関係づくりに取り組みたい 
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《行政等に対する意見や要望》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業所においては、利用者からの様々な問題をいかに適切かつ迅速に解決できる

かといったことに苦慮しています。以前から各種機関との連携の重要性は認識して

いても何かのきっかけがないと連携しづらい、連携が弱まる傾向があり、自立支援

協議会を核に、周辺市町村を含めた事業所等との合同研修などが有効と考えられて

います。 

また、障害のある人だけでなく、その家族などとの関わりに関しても、行政によ

るアプローチが求められています。障害のある人への直接的支援はできたとしても、

その支援をより活かすための家族に求める役割が高まっており、保護者へ向けたア

プローチを行政で発信してもらいたいという事業所が多いです。 

 
 

（３）今後の取り組み 

今回のヒアリングやアンケートで明らかになった課題については、自立支援協議

会の相談支援部会や就労支援部会等で対策を検討していきます。 

特に、余暇活動や保護者向けの研修に関しては、どの事業所も必要性を感じてい

るため、家庭、事業所、医療、福祉など関係機関の連携を高めつつ、本計画期間中

に課題解決に向けた取り組みをします。 

また、行政や市内の事業所だけでは実効性が乏しい課題もあるため、送迎や土日

の開所についての課題など広域で取り組むべきことに関しては、近隣市町村等への

呼びかけ、また近隣の事業所や県とも協議して進めていきます。 

【手続き等】 

・事務の簡素化、迅速化（市町村によって大きな開きがある） 

【情報提供】 

・保護者への情報提供（制度変更などの説明を施設任せにせず、行政か

ら保護者へも説明してもらいたい） 

・障害者でも分かる文書の作成 

・利用者は利用している現状のサービスだけしか分かっておらず、他に

も多様なサービスがあることを示して欲しい 

【研修・教育】 

・保護者向けの研修（本人の自立と親の子離れを促すプログラムや障害

者の性等）をしてもらいたい 

・施設利用される前に養護学校等での問題などを事前に詳細に報告して

もらいたい（事後発覚が多い） 

・養護学校のうちから性教育など社会に出る前の準備をしてもらいたい 
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２．サービス未利用者アンケートによるサービス認知度 

香南市において障害者手帳を取得されている方が２,３００人を超える中で、障害福

祉サービスを利用されている方が200人強しかいないことから、「サービスを必要と

する人に必要なサービスが行き届いているか」、「どうしてサービスを利用されてい

ないのか」その要因を明らかにすることで、今後のサービス見込量への影響等を検証

できればと考え、平成2３年９月～１０月に「障害福祉サービス未利用者アンケート」

を実施しました。 

対象者は、１８歳～６４歳の方で、障害福祉サービス・介護保険サービスを利用さ

れている方を除いた、身体障害者手帳所持者のうち１級～４級（287人）、療育手帳

所持者（42人）、精神保健福祉手帳所持者（59人）、自立支援医療（精神通院）受

給者（138人）の合計５２６人で、152人(回収率２８．９％)から回答がありました。 

 

 

（１）各種サービスの認知度に関する分析 

・在宅生活支援の中でも介護保険サービスにもあるものについては比較的認知度は高

い 

・周知度が最も高いのは訪問入浴で、最も低いものが障害児者地域支え合い事業であ

る（児童関係のサービスを除いて） 

・自立支援法になってからの新しいサービスである就労系と自立訓練やその他の社会

生活支援については周知度が低い 

・未利用の理由として、多くは「必要性がない（家族等の介助または対象要件外）」

であるが、「利用方法がわからない」「経済的な心配」で相談や利用につながって

いない方もいる 

・「相談しやすい窓口」が求められる中で、地域活動支援センターの周知度が低い現

状があり、相談窓口の周知や体制について検討が必要 
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回答結果            [未利用理由] １．自分のことは自分でできている。（家族等が介助･援助してくれる） 

                                  ２．サービスの対象要件に当てはまっていない。 
                                  ３．サービスをどうやって使うのかわからない。（申請方法含む） 
                                  ４．お金がかかる。 
                                  ５．他人に干渉されず自由に生活したい。 
                                  ６．その他 

分 

類 
No サービス名 

知らな

かった

（人） 

（％） 

知って

いる

（人） 

（％） 

未利用理由(上記番号参照) 
利用 

したい 

詳しく

知りた

い １ ２ ３ ４ ５ ６ 

在 

宅 

生 

活 

支 

援 

1 居宅介護、重度訪問介護等、移動支援 45 29.6 96 63.2 65 27 1 2 5 4 2 3 

2  訪問入浴サービス 36 23.7 104 68.4 66 33 3 1 5 2 0 1 

3  短期入所（ショートステイ） 56 36.8 84 55.3 49 31 3 3 6 4 3 2 

4  補装具費支給、 日常生活用具給付等事業 65 42.8 73 48.0 38 31 5 1 3 5 1 4 

5  住宅改修、住宅改造支援事業 58 38.2 82 53.9 32 31 4 9 4 8 1 4 

6  障害児者地域支え合い支援事業 104 68.4 31 20.4 24 25 1 2 3 2 2 1 

日 

中 

活 

動 

支 

援 

7  生活介護、日中一時支援事業 63 41.4 75 49.3 44 25 2 1 4 4 0 1 

8  自立訓練 （機能訓練、生活訓練） 70 46.1 67 44.1 38 26 2 2 6 3 0 2 

9  就労移行支援、 就労継続支援（Ａ型、Ｂ型） 72 47.4 63 41.4 30 25 7 2 3 7 4 7 

10  地域活動支援センター 83 54.6 55 36.2 24 20 5 3 6 3 3 4 

11  児童デイサービス 94 61.8 42 27.6 18 34 2 2 2 2 0 1 

12  障害児長期休暇支援事業 102 67.1 33 21.7 17 34 0 1 3 2 0 1 

施設 

支援 

13 グループホーム、ケアホーム等 64 42.1 74 48.7 44 31 2 1 5 4 0 3 

14  施設入所支援 59 38.8 77 50.7 45 34 3 2 3 3 0 3 

その 

他 

社会 

生活 

支援 

15  相談支援 71 46.7 65 42.8 39 18 9 2 1 8 5 6 

16  コミュニケーション支援 94 61.8 44 28.9 35 25 0 2 3 3 0 1 

17  医療機関送迎サービス事業 66 43.4 72 47.4 45 24 4 2 2 4 3 4 

18 社会参加のための外出支援サービス事業 80 52.6 59 38.8 39 28 1 1 1 3 1 1 

19 自動車運転免許取得・改造助成事業 90 59.2 48 31.6 24 30 4 3 2 4 2 3 

20  在宅生活支援事業 100 65.8 37 24.3 22 30 2 1 1 4 0 1 

※NO11.12は障害のある子どもに関するサービス。未利用理由の3,4については、制度の周知が必要。赤字は「知らなかった」人の割合が高いサービス。 
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（２）障害のある人にとって暮らしやすいまちづくりに必要なもの 

  
 問：障害のある人にとって暮らしやすいまちづくりのためには、 

    どのようなことが必要だと考えますか。  （３つまで選択可）  
人 ％ 

１．相談しやすい窓口をつくる 77 50.7 

 ２．サービス利用の手続き支援 

 (事務の簡素化を含め利用者状況に応じた柔軟な対応） 
51 33.6 

 ３．行政からの福祉に関する情報提供の充実 42 27.6 

 ４．公営住宅の優先入居や、グループホームの整備など生活の場の確保 26 17.1 

 ５．在宅での生活や介助がしやすいよう保健・医療・福祉 

   のサービスの充実 
36 23.7 

 ６．保健や福祉の専門的な人材の育成と資質の向上 19 12.5 

 ７．医師や専門職員による訪問指導の充実 15  9.9 

 ８．リハビリ・生活訓練・職業訓練などの通所施設の整備 19 12.5 

 ９．同じ障害のある仲間が集える場の確保 

  （スポーツ､サークル､文化活動の充実） 
21 13.8 

 10．職業訓練の充実や働く場所の確保 25 16.4 

 11．障害の有無にかかわらず、住民同士がふれあう機会や場の充実 17 11.2 

 12．公共施設の整備・改善 12  7.9 

 13．災害のときの避難誘導体制の整備 30 19.7 

 14．差別･偏見をなくすための福祉教育･広報活動の充実 26 17.1 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

26 

３．香南市障害者自立支援協議会の意見 

 

平成19年11月に設立しました香南市障害者自立支援協議会（以下「協議会」とい

う。）では、「相談支援部会」、「就労支援部会」、「こども部会」といった専門部

会を設け、現場の声を吸い上げ検討しています。 

「相談支援部会」においては、地域活動支援センターの活動報告や課題、障害福祉

サービス利用者の状況報告や支援内容の確認、関係機関での情報共有、ケース検討等

を行っています。その中で、高齢障害者への今後の支援、独居男性の食生活への支援、

支援センター利用にあたっての交通手段の利便性等全体に共通した課題があがって

きています。 

また、個別ケース対応は実績を積んできていますが、高齢者福祉と比べ地域で展開

している事業が少ないことやネットワークの弱さがあるため、今後は社会福祉協議会

や高齢者介護課、必要に応じて医療機関を交えながら、地域の各種団体との関係づく

りを意識し、個から全体の取り組みを進めていくように検討していきます。 

「就労支援部会」においては、就労支援サービス更新時の支給決定更新時の協議の

場として機能することが多く、その該当サービス事業所の参加を要請しています。 

その他、就労相談にあたって必要な情報提供ができるよう、近隣市町村を含むサー

ビス事業所の概要一覧を作成したり、実際に事業所見学を行ってきました。平成22

年度には、市内の障害のある人が利用している事業所でのそれぞれの課題を出し合い

ました。そのまとめが28ページの表ですが、その解決と具体的な支援策について、

平成23年度より検討を行っています。その中で、障害者雇用をしている一般企業へ

の見学を行い、参加者が働くイメージを持つ、支援する側も今後の支援の参考になる

などの成果が得られ、今後も継続的な実施の必要性を確認しています。 

しかしながら、就労を目指す人がより具体的な目標を持つためには、通勤手段や地

域社会の理解、家族の協力など障害のある人を取り巻く現状を踏まえたうえで焦点を

絞った支援策が今後は重要になってくると考えます。そのためには、就労支援部会に

とどまらず、部会を超えての事例検討や情報収集を行い、連携の強化を図りながら更

なる検討を行います。 

また、就労支援における大きな課題が、障害者の就労の場の拡大であるため、一般

企業への働きかけ等受け入れ企業の開拓についての具体策を障害者就業・生活支援セ

ンターやハローワークとともに検討していきます。あわせて、保護者の理解を深める

ための家族向け勉強会を実施し、継続していきます（H23年度には精神障害をテーマ

に実施済み）。 
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「こども部会」においては、ニーズの高まってきた子どもに関する相談対応をより

具体化していくための場として、平成２１年度に設置しました。 

ライフステージごとに関係機関が移っていくことの問題から、関係する保育、幼稚、

小学校、中学校のほか、教育委員会、健康対策課、福祉事務所、福祉保健所が持って

いる施策や情報を共有化し、整理しました。更に、「使えるサービスが何か分からな

い」「どこへ相談していいのか分からない」という保護者の声もあり、保護者にわか

りやすい相談窓口やサービス利用の手引きとなるパンフレットの作成と活用の検討

を行っています。 

部会では、ヒアリングやアンケート結果も踏まえ、次の4点、「①保育所･幼稚園か

ら小学校への引き継ぎや連携について、②児童デイサービス等社会資源の利用におけ

る送迎について、③放課後や休日、長期休暇など余暇の過ごし方について、④保幼小

中学校、教育委員会、健康対策課、福祉事務所、福祉保健所、特別支援学校、事業所

など関係機関の連携とコーディネーターの位置づけについて」を課題として捉えてい

ます。 

その課題に向けた施策としては、平成24年度に教育委員会の新規事業として「就

学前教育充実支援事業」を実施する予定です。専門コーディネーターを配置し、「①

園内研修の充実、②巡回相談事業の実施、③保幼小学校連携の実施支援」を柱として、

職員の資質向上や適切な援助、関係機関の連携を目指します。 

これらの課題の中で、送迎や余暇活動については、障害のある子どもも含め、障害

のある人全体に共通している課題でもあり、部会だけでなく、事業所等関係機関を交

えた検討会や協議会全体会でも協議していく予定です。 

協議会としては、香南市における具体的な実例を基に、香南市独自の最善策を提案･

提供できるよう、協議会内の連携、課題意識の共有、事例検討等を積み重ねていくこ

とが、障害のある人が地域生活をより良く送れる香南市になるものと考えています。 
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就労支援部会事例検討会のまとめ （H23.1～3 月研修会より）

希望すること 対　　　　　策　　(案)

基本的生活リズム・身の回りのことが自立
出来るための効果的支援方法はないか？
(起床・就寝・身だしなみ・食事・健康維持な
ど）

一般的な社会人としてのマナー・ルールを身
につける方法

家族全体が生活力が低く、本人が社会性を
身につける機会が少ない

家族への介入・家族の相談窓口
○家族への個別相談（どこが受け持つか？）←直接支援
○家族対象の学習会（障害に対する理解や家族に出来る協力などを
テーマに講師を招く）←間接支援

職場で必要な職業人としてのマナー・ルー
ルの指導について
（「報・連・相」の必要性・企業が求める人作
りの視点）

就労意欲の低い利用者から意欲を引き出す
支援

③

余
暇

事業所ごとで余暇活動に取り組んでいる
が、十分にニーズに対応できていない

イベント情報の提供・合同で取り
組めるプログラムの創設

○休日スポーツクラブを実施し、送迎・見守り等に相互に職員をつける
＋一般市民やボランティアにも参加してもらい協力者を増やす

就業・生活支援センターの利用方法・役割
分担が不明確

登録・ケア会・情報交換のタイミ
ングや頻度など具体的連携イ
メージを構築したい

実習を引き受けてくれる企業情報・企業開
拓

受け入れ企業の一覧表など

医療機関との評価のズレ
目的や着眼点の違いを理解し合
いたい

○医療機関が行う就労支援について学習する機会をつくる

高齢利用者に対する「事業所利用」以後の
支援

定年以降の日中活動の場

若年利用者のライフステージの変化にあわ
せた支援

自立・社会参加の機会

②
職

場

で
必

要

な
力

効果的な指導方法について、工
夫していることなど情報交換がし
たい

○個別支援計画の作り方や職員の支援力をあげるための研修
○就労支援部会などを活用し、テーマを絞った事例検討会を継続して
行う
○「就労」に対するイメージを明確にするために、利用者参加の企業
見学ツアー実施

　就労支援部会事例検討会のまとめ　
課　　　　　題

①
本
人
の
基
本
的
生
活
習
慣

各事業所で座学・チェックリスト
など工夫はしているが、生活場
面でのアセスメントや指導には
限界がある。
就労支援事業所で出来ること
と、事業所外で出来ることの役
割分担が必要

○座学の研修(SSTの技術)：事業所外での座学開催→地活の就労支
援プログラム活用
○余暇活動・イベントを通じたアセスメント（温泉・バイキング・買い物
等)の工夫→各事業所単位で出来る工夫
○相談支援事業所による生活面での相談と就労支援事業所での支
援の協働体制を作る
○第三者によるアセスメント(普段関わりの少ない人との交流の機会：
他の事業所との合同企画・保健師による健康指導・ボランティアや実
習生の活用・支給決定前に使えるお試しヘルパーなど）

　　○　就労支援部会を活用して実施してはどうかと思うこと
　　○　複数の事業所・機関の協力で事業化していきたいこと
　　○　県の自立支援協議会に提案し、人材育成の課題として取り上げて欲しいこと

　　○　地域活動支援センターあけぼのの日中活動・啓発事業で新たに取り組めそうなこと

④
連
携

○企業見学ツアー実施で、各機関の役割や得意分野の理解・協力体
制の強化を図る
○他機関との連携があるケースを取り上げて、事例検討を行う
○就労支援部会の際に、機関・事業所ごとに特徴をプレゼンする

⑤

年
齢
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第５章 計画の基本目標 

 
 

１．計画の基本目標と基本方針  

前章までに記述した障害のある人の状況などと合わせ、第１期、第２期計画でやり残

した課題を克服し、一層の向上を図る余地がまだまだあることから、第1期、第2期で

の基本目標『「安心」と「自立」を支える』を踏襲しつつも更に高め合う必要があると

認識し、次のとおり基本目標を掲げました。 

 

 

 

 

 

 

障害のある人が、できるだけ住み慣れた地域で安心して自立した暮らしをおくること

ができるよう、障害者基本計画と連動して、自立支援法に基本づく障害福祉サービスの

整備や地域生活支援事業に取り組み、「地域生活を支援する総合的な支援システム」の

構築をめざします。 

そして、関係機関との連携強化や相談支援の機能強化による個々の課題の抽出を積

極的に行い、協議会やその部会等その対策に向けた協議の場の充実を進めるなかで、

香南市に住んでよかったと思える施策展開やフォローアップ機能の強化をめざしま

す。 

 

 

 

 

 

 

香南市第３期障害福祉計画の基本目標 

更なる「安心」と「自立」を支える 
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また、基本方針については、次のとおりとします。 

 

 

 

 
 
 

障害のある人が「自己選択と自己決定」によって一人ひとりの状況に応じた安心な

生活を送るために必要なサービスを的確に利用できるよう、福祉、保健・医療、教育

をはじめとした様々な情報を集約し提供することに努めます。 

それと同時に、多様な相談にできるだけ身近で対応できるよう、協議会を含め関係

機関の連携による相談支援体制の充実に努めます。 

また、サービス利用にあたり、自らの判断能力に欠ける方であっても安心して必要

なサービス利用が適切にできるよう、権利擁護のための支援体制づくりをすすめます。 

 

 

 

 

 

市は、障害福祉サービスを一元的に提供する責務があり、障害のある人の生活支援

に必要と考えられる障害福祉サービスの必要量（サービスごとの必要量に関しては後

述）を確保しなければなりません。 

また、地域の中で必要な支援を受けながら自立して暮らすことができるよう総合的

なサービス提供体制づくりを進めるために、障害のある人の利用ニーズの把握とその

ニーズに対応できるサービス提供基盤の整備、新たな制度の創設にも積極的な取り組

みをすすめます。 

あわせて、サービスを受けられることが安定した生活を続けられるということでは

ないため、就労や余暇活動など、生活の喜びや生きがいなどを見出したり、社会参加、

社会貢献などの自己実現を図ったりするなど、サービス以外でのフォローも重要視さ

れはじめており、そういった分野への関与を検討します。 

 

 
 
 

基本方針① 

 自己選択、自己決定を尊重する相談・権利擁護のための支援体制の確立 

基本方針② 

 障害のある人が求めている地域生活を支援するサービス･ニーズの把握と確保 
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第６章 サービス見込量の設定  

 
本章における記載方法は、各々の目標案件やサービスに対し、『①概要説明、②【サービス確保の

ための方策】、③【計画期間中に取り組むこと】、④各年度の実績及び見込量、⑤課題や考察等（☝

マーク）、⑥参考（状況）』での並び順を基本に、記載可能な部分を明記しました。 

 

 
 

１．平成２６年度に向けた数値目標 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

入所施設から平成2６年度末において地域生活へ移行する人数の目標の設定につい

て、国の基本方針では、 

平成 17 年 10 月 1 日時点の施設入所者数から 

○平成 2６年度までに、福祉施設の入所者のうち、３割以上を地域生活へ移行する。 

○平成 2６年度までに施設入所者数を 1 割以上削減を目標とする。 

と定めています。 

平成18年度以降、地域生活への移行に取り組み、平成2３年７月末現在９人が地域

生活へ移行しましたが、常に入所希望者がいる現状から、空きができても新たに入所

する方が多く、入所者数自体の削減は厳しい状況にあり、平成26年度末の目標設定

は平成17年10月時点の50人から1人削減の49人としました。 

また、現入所者の個々の状況を含め地域移行の可能性を確認したところ、地域移行

できる状況の方は3名程度にとどまると考えられ、第2期計画の13人よりも低い12

人と目標設定しました。 

 

平成 26 年度末における施設入所者数の目標 

項 目 目 標 備 考 

入所者数（Ａ） ５０人 平成17年10月1日現在の法定施設※の入所者数  

平成26年度末の 
施設入所者数（Ｂ） 

４９人 平成26年度末時点の利用人員見込み  

【目標値】 

削減見込（Ａ－Ｂ） 

 １人 
（2.0％） 差引減少見込数（平成17年10月1日時点から） 

【目標値】 
地域生活移行者数  

１２人 
（24.0％） 

平成17年10月1日現在の施設入所者がグループ
ホーム、ケアホーム、福祉ホーム等へ移行する
者の数  

※通勤寮、援護寮、福祉ホームは対象外 
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☝施設利用の要件であった障害程度区分について、区分 4（50 歳以上の方は区分３）よ

り低い方についても平成２４年度以降も継続入所できることになったことから、地域移

行できる可能性のある障害のある人が入所のままで、重度の障害のある人が待機の状態

になることが懸念される 

☝市が入所者に関わるのは、調査時など限られた場合のみであり､地域生活への移行がで

きるかどうかについて、本人の状態や意向、家庭の状況、施設の支援方針など日頃から

積極的に把握をしていくことが必要 

☝長期入所している方の家族は、24 時間体制である施設が一番安心との認識が高く、そ

の施設を離れること、退所しても同様のケアがされるのかという不安が高く、地域生活

への移行に不安が強いため、家族への説明や家族を交えた支援のほか、家族が安心でき

るようケアホーム等の夜間支援体制を整えていくことが必要 

 

 

【参考：平成１８年度以降、施設退所し地域移行した人の状況】 

①移行者の障害種別：身体障害 2 名、知的障害 7 名 

②移行前施設：のぞみの家 1 名、ハビリテーリングセンター1 名、           

かがみの育成園 5 名、ワークセンター白ゆり 2 名、 

③移行後の状況：1 人は自宅、８人はグループホーム･ケアホーム          

（現在、うち１人は元の施設へ再入所、1 人は入院中であるが、それ     

以外の方は継続利用。日中活動は就労継続支援Ｂ型。） 

④その他特記事項 

・現在も地域生活を継続している方は、入所していた福祉施設等の同系列のケアホ

ーム、通所施設を利用中 

・施設から市への情報提供が少なかった（連絡が遅かった）ため、今後市からの積

極的な情報収集が必要（連携強化） 

 

 
 
 
 

（２）「退院可能精神障害者」の地域生活への移行  

精神科病院入院患者のうち、地域での受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害の

ある人（以下「退院可能精神障害者」という。）について、県の調査（平成２３年９

月）で9人が見込まれており、その全員が地域生活へ移行することを目標としました。 

しかしながら、県調査で医療機関による判断であるため、市として、その実践につ

いては医療機関と連携し、本人意向を含め生活能力の把握が不可欠です。そのうえで、

グループホーム、ケアホームなど住まいの場の確保をはじめ、日中活動系サービス、

訪問系サービスなどの支援のあり方について具体的検証をする必要があります。 
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また、長期入院している方の多くが病院での生活に慣れてしまっていることから、

社会生活への適応が難しい側面があり、時間は要しても入院中からの適応訓練や指導、

地域生活支援事業で新たに創設した在宅生活支援事業の利用などが求められていま

す。 

 

平成 26 年度末における退院可能精神障害者の地域移行の目標 

項 目 数 値 備 考 

 

現 在 ９ 人 
現在の退院可能精神障害者数 

（平成 23 年 9月時点における県の調査結果） 

 
 
 

目 

標 

値 

平成 24 年度 １ 人 

 ○自宅２人 

 ○グループホーム若しくはケアホーム７人 

 を見込む。 

平成 25 年度 ３ 人 

平成 26 年度 ５ 人 

【目標値】減少数 

（地域への移行人数） 
９ 人 平成 26 年度末までに減少（地域への移行）を目指す数 

 

☝市が医療機関と関わりをもつケースは在宅者がほとんどで、入院している方に関しての

情報は少ないため、どういう方が入院しているのか、どういう状況なのかも把握しづら

く、平成２４年度から導入される相談支援の地域移行支援の実施に先駆け、市及び相談

支援事業等の支援体制を医療機関へ周知することが必要 

☝病院併設の移行型グループホームでは、２年間で地域生活ができるよう生活支援を行う

前提があるが、実際には地域移行が難しく利用期間を延長するケースがある 

 

【参考：平成１８年度以降、病院を退院し地域移行した人の状況】 

①移行前病院：海辺の杜ホスピタル（２人）、土佐病院（1 人） 

②移行後の状況：宙いろホーム（移行型ＧＨ２人） ※併設病院デイケアを活用 

         ※現在、１名は養護老人ホームへ入所、１名は病院へ入院 

              自宅（1 人） 
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（３）福祉施設利用者の一般就労への移行  

平成2６年度において、福祉施設(就労支援事業所)利用者のうち、就労移行支援な

どを通じて、一般就労に移行する人数の数値目標の設定について、国の基本方針では、 

平成 17 年度の一般就労への移行実績の 4 倍以上を目標とする。 

と定めています。 

市においては、就労移行支援事業所ヒアリングの結果から、3人を目標とします。 
     

平成 26 年度における福祉施設利用者の一般就労移行の数値目標 

項 目  数値目標  備 考  

年間一般就労移行者数  １人 
平成17年度において福祉施設（授産施設など

就労支援施設）を退所し、一般就労した人数 

【目標値】  

平成26年度の 

年間一般就労移行者数  

３人 

○平成26年度において福祉施設（就労支援施

設）を退所し、一般就労する方の見込み数 

○事業所で就労移行支援を受けている者３

人を見込む  

    ※この目標値は平成26年度の単年を見込んでおり、平成24、25年度は 

目標値を設定していない。 

 

☝協議会の構成機関でもある「香南くろしお園、フレンドリー、風車の丘あけぼの」とは

連携がとれており状況把握はできつつあるが、他市の事業所については行政からの積極

的な働きかけが十分でないため一般就労可能な方への積極的なアプローチ、フォローが

必要 

☝企業の理解促進と雇用の場の確保、就労移行支援等のサービス事業所の充実、公的な機

関や地元企業への雇用や業務発注等の働きかけなど就労支援システムの構築のほか、今

以上に就労支援施設における一般就労への一層の取組みが必要 

 

【参考：平成１８年度以降、一般就労した人の状況】 

①就労者の障害種別：身体障害 1 人（30 歳代）、知的障害 2 人（共に 20 歳代）、 

精神障害２人（共に 40 歳代） 

②就労前施設：フレンドリー（H19 就労）、ワークセンター太陽（H19 就労）、 

       香南くろしお園（H20 就労）、ゆうハート安芸（H20 就労） 

       風車の丘あけぼの（Ｈ２３就労） 

③就労先の業種：菊水（酒造会社ラベル貼り）、赤岡青果市場（仕分け作業）、 

ユニクロ（衣料販売店品だし、商品管理）、マルナカ安芸店（清掃） 

洋寿荘（清掃）、海辺の果樹園（清掃） 
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２．第３期における各サービスの見込量 

 

（１）見込量設定の考え方 

第３期における各サービスの見込量について、既にサービスを利用されている方に

ついては、個人ごとの平成2３年度までのサービス実績量を元に、事業所ヒアリング

等で得たサービス変更の可能性を予測し、また、新規利用者については今までの新規

利用者の利用状況を元に予測し、合算したうえで各サービスの対象人数と見込量を推

計しました。 

 

 
平成 26 年度までの各年度のサービス別の見込量設定の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加算 

訪問系サービスの

各年度の見込量 

日中活動系サービス

の各年度の見込量 

居住系サービスの

各年度の見込量 

支給決定状況や家庭環境、利用意向

の考慮 

 ※事業所ヒアリング及び 

アンケートによる個別見込 

各年度のサービスごとの利用見込量の推計 

平成 23 年までの各サービスの利用者数の実績 

平成 26 年度までの新規利用者数 

○特別支援学校卒業見込者数 

○退院可能精神障害者数 

○新規増加分 
※サービス未利用者アンケート 
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（２）福祉サービス等の体系 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-①居宅介護（ホームヘルプ） 

1-②重度訪問介護  

1-③行動援護  

1-④重度障害者等包括支援 

1-⑤同行援護 

１ 訪 問 系 サ ー ビ ス 
 

２ 日中活動系サービス 2-①生活介護  

2-②自立訓練 （機能訓練・生活訓練）  

2-③就労移行支援  

2-④就労継続支援（Ａ型：雇用型、Ｂ型：非雇用型） 

2-⑤短期入所（ショートステイ）  

2-⑥療養介護  

3-①共同生活援助（グループホーム） 

3-②共同生活介護（ケアホーム）  

3-③施設入所支援  

自
立
支
援
給
付(

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
４
以
外
を
指
す)

 
1-①相談支援事業 

1-②コミュニケーション支援事業 

1-③日常生活用具給付等事業 

1-④移動支援事業 

1-⑤地域活動支援センター事業 

2-①訪問入浴サービス事業  

2-②日中一時支援事業 

2-③自動車運転免許取得・改造助成事業 

2-④福祉ホーム事業 

2-⑤在宅生活支援事業 ほか 

１ 必須事業 

２ 任意事業 

地
域
生
活
支
援
事
業 

３ 居 住 系 サ ー ビ ス 

そ
の
他 

１ 香南市独自事業 

1-①医療機関送迎サービス事業 

1-②社会参加のための外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業 
1-③住宅改造支援事業 

1-④障害児者地域支え合い支援事業 

1-⑤障害児長期休暇支援事業 

1-⑥重度障害児･者医療 

４ そ の他 のサービス 4-①相談支援（計画相談支援、地域移行支援、

地域定着支援） 

4-②補装具の支給 

4-③自立支援医療（更生医療、精神通院等） 

※障害児通所支援（旧･児

童デイ含む）は体系外とな

ったが、関連するため児童

分を第７章に記載 
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（３）訪問系サービス 

１）訪問系サービスの種類とその内容  

訪問系サービスには、以下のサービスがあり、その利用対象は次のとおり定められ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）訪問系サービスの数値目標 

現在利用されている方については、居宅介護、重度訪問介護、地域生活支援事業の

移動支援事業の実績を個々に算出したうえで、居宅介護事業所などにヒアリングを実

施し、その中で、今後3年間における本人の身体･精神状況や家庭環境の変化の想定等

を聞き取りしたうえで個々に見込量を算出しました。 

また、新規利用者（未利用者、特別支援学校卒業生、退院可能精神障害者、施設退

所者等）については、現行の平均量を踏まえ見込みました。 

①居宅介護（ホームヘルプ） 

身体介助：居宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

家事援助：居宅において、調理、洗濯及び掃除等の家事を行います。 

通院等介助：病院、官公庁等への付き添い介助を行います。 

②重度訪問介護  

重度の肢体不自由の人で常に介護を必要とする方が対象となります。居宅

で入浴、排せつ、食事の介護等から、外出時の移動支援等を総合的に行いま

す。  

③行動援護  

自己判断能力が制限されている方が対象となります。行動するときに生じ

る危険を回避するための必要な支援や、外出時の移動支援等を行います。  

④重度障害者等包括支援  

介護の必要性が高い方が対象となります。居宅介護をはじめとする複数の

サービスを包括的に行います。  

 ⑤同行援護 

   重度の視覚障害などにより、外出時、移動が困難な方にヘルパーが同行し、

移動に必要な情報の提供や移動の援護、その他外出する際の必要な援助を

行います。（平成２３年１０月から制度開始し、地域生活支援事業の移動支

援事業の対象者から一部移行しました） 
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【サービス確保のための方策】 

ⅰ今後需要が見込まれるため、障害のある人の利用ニーズを把握し、適切なサービスを利

用できるよう努めるとともに、サービス提供事業所へ、医療的ケアや同行援護などがで

きる専門的人材の確保及びその質的向上を図るよう働きかけていきます。 

ⅱ全体のサービス量における重度訪問介護の利用時間の割合が高く、その利用時間の変動

が全体量の変動につながっていることから、利用者の状況把握をしたうえで、提供不足

が見込まれる場合には、近隣市町村を含め事業所の確保、人材の養成を働きかけていき

ます。 

 
【計画期間中に取り組むこと】 

ⅰ現在の支給決定の方法は、本人がどういったことに困っているのかを本人状況及び家族

状況から必要量を算出し決定しているが、個々によって様々なケースがあるため、支給

決定基準の作成及びその適応事例を基準化に取り組みます。 

 
訪問系サービスの各年度の実績及び見込量（月当たり） 

訪問系ｻｰﾋﾞｽ 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人 ３４ ３６ ３４ ３９ ４１ ４４ 

 
うち重度訪問 １ １ １ １ １ １ 

うち同行援護 － － １ ５ ５ ５ 

サ-ビス量 時間 １,０９６ １,２１８ ９９４ １,５６８ １,５７６ １,６０３ 

 
うち重度訪問 ５７９ ６１５ ３７６ ８００ ８００ ８００ 

うち同行援護 －  －  １０ ５０ ５８ ６０ 

※利用者数 人 49 44 49 
H23実績は4-11月平均 

※ｻｰﾋﾞｽ量 時間 807 865 926 

 

☝入退院や季節的変動もあるが､全的に増加傾向(重度障害のある人の身体介護､知的及び

精神障害のある人の家事援助)の希望が、新規者を含め高まっている 

☝家族等支援者の関わり方が、個々の家庭で違っており、その差が支給決定量に影響する

ケースもある 

 
【参考：訪問系サービスの状況】 

☆利用事業所：ふれあいの里、ヘルパーステーションかがみ、ヘルパーステーションはま

ゆう、ニチイケアセンター南国、すてっぷ、ゆずりは、おせっかい 

重度訪問介護事業所：ふれあいの里、おせっかい、冨士屋ヘルパーステーション

ベターライフ、冨士屋ベターライフ香北 

同行援護事業所：ふれあいの里、香美市社協、西田順天堂 
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 （４）日中活動系サービス  

１）日中活動系サービスの種類とその内容  

日中活動系サービスには、以下のサービスがあります。 

第2期計画まであった児童デイサービスは、平成24年度から児童福祉法における

「障害児通所支援」になりましたが、日常生活における基本的な動作の指導、集団生

活への適応訓練等、障害のあるこどもに対するニーズが高まっていることから、本計

画の第7章に記載することにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①生活介護  

常に介護を必要とする方（通所者は障害程度区分３以上〈50 歳以上は区分

２以上〉、入所者は障害程度区分４以上〈50 歳以上は区分３以上〉）が対象と

なります。主に昼間に入浴や排せつ、食事の介護、創作活動又は生産活動の

機会を提供します。平成 24 年度から新規入所希望者についてはケアマネジ

メント手続きを経たうえで障害程度区分１以上の方も対象となります。 

②自立訓練（機能訓練・生活訓練）  

自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期間、

身体機能や生活能力向上のために必要な訓練等を行います。  

③就労移行支援  

一般企業等への就労を希望する方が対象となります。定められた期間(2 年

間)就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。  

④就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）  

一般企業等への就労が困難な方が対象となります。働く場を提供するとと

もに、必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。  

⑤短期入所（ショートステイ）  

介護者が病気の場合等の理由により、短期間、夜間も含め施設で入浴や排

せつ、食事の介護等を行います。 

⑥療養介護  

医療と常に介護を必要とする方が対象となります。医療機関で行われる機

能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活のお世話

を行います。  

⑦障害児通所支援（旧・児童デイサービスの内容を含む）  

平成 24 年度から、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサ

ービス、保育所等訪問支援のサービス体系に変わり、主に日中または放課後

に通所し、発達支援活動を行います。 ※第 7 章に掲載 
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２）日中活動系サービスの数値目標 

現在利用されているサービスの実績を個々に算出したうえで、事業所ヒアリング等

を実施し、その中で、今後3年間における本人の意思、身体･精神状況や家庭環境の変

化の想定等を聞き取りしたうえで個々に見込量を算出しました。 

また、新規利用者（未利用者、特別支援学校卒業生、退院可能精神障害者、施設退

所者等）については、近年の新規利用者の支給決定量等を踏まえ見込みました。 

 

① 生活介護 

【サービス確保のための方策】 

ⅰ通所系サービスにおける生活介護事業を行っている事業所が少なく、活動内容も限定され

ているため、ニーズに応じたサービス内容の提供を働きかけていきます。  

 

【計画期間中に取り組むこと】 

ⅰ事業所のサービス内容や提供体制を把握したうえで、事業所へ入浴支援などニーズの高

いサービス内容の提供を働きかけていきます。 

 
生活介護の各年度の実績及び見込量（月当たり） 

生活介護 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人 ９ １８ ２９ ７４ ７７ ８５ 

サ-ビス量 人日 １３６ ２７１ ５１３ １,５３１ １，５６１ １，６６７ 

※利用者数 人 10 34 73 
H23実績は4-11月平均 

※ｻｰﾋﾞｽ量 人日 147 622 1,394 

 

☝施設入所している方の中でも軽作業などできる方もいるため、当該施設における生活介

護主体のサービス提供でなく、就労系サービスの併用提供も必要だと感じる 

☝事業所内での入浴支援や送迎へのニーズが高いが、施設の設備や提供体制により実施で

きていない状況がある 

☝授産施設からの移行事業所が多いこともあり、直接的な介護よりも生産活動を主とする

事業所が増えている 
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【参考：生活介護の状況】 

☆利用事業所：いきいき､香南くろしお園、すずめ共同作業所､すずめ通所センター、 

パワーズ山田 

       ※その他、施設入所支援事業所に併設 
 
 
 
 
 
 

② 自立訓練（機能訓練･生活訓練） 

機能訓練は、施設入所の日中系サービスとして高知ハビリテーリングセンターでの

利用がありますが、退所予定であり、それ以後の見込みはありません。 

また、生活訓練は、市内でフレンドリーでサービス提供されていましたが、移行前

が授産施設であったことから利用者としては通所しているにもかかわらず賃金があま

りもらえないという声もあがっておりサービス廃止を検討中で、廃止後は施設側での

訓練支援を任意で行う予定です。 

市外の事業所では、平成24年4月から障害者支援施設白ゆりが実施予定で、特別支

援学校卒業生の利用が見込まれています。 

 
【サービス確保のための方策】 

ⅰ利用者が少ないと事業所の存続に影響があるため、日常生活における基本的動作、生活

習慣の指導、集団生活への適応訓練などを受けた方が望ましい方にはサービス利用を提

案していきます。  

 

【計画期間中に取り組むこと】 

ⅰ管内の就労系事業所においても、生活への適応訓練の必要性は認識しており、協議会等

を通じ合同研修会などに取り組みます。 

 
自立訓練の各年度の実績及び見込量（月当たり） 

① 自立訓練 

(機能訓練) 

第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人 ０ １ ２ １ ０ ０ 

サ-ビス量 人日 ０ １９ ３４ ２２ ０ ０ 

※利用者数 人 0 0 0 
H23実績は4-11月平均 

※ｻｰﾋﾞｽ量 人日 0 0 0 
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② 自立訓練 

(生活訓練) 

第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人 １ ２ ２ １ １ ０ 

サ-ビス量 人日 ２０ ３９ ３８ ２３ ２３ ０ 

※利用者数 人 0 0 1 
H23実績は4-11月平均 

※ｻｰﾋﾞｽ量 人日 0 0 22 

 

☝事業所の定員数やサービス内容だけにとらわれず、本人や家族の意志が尊重されるよう

留意する必要がある 

☝現在、事業所もなく利用したいと強く思う希望者も少ないが、ひきこもりや特別支援学

校卒業生など訓練が必要、利用が望ましいというケースもあるため、その支援策が必要

である 

☝サービス提供における職員配置の困難性、就労支援サービスと比較した場合の工賃格差

などから、単体の事業所では定員を確保しづらく事業所開設は難しい現状があるが、事

業所間の連携により合同で訓練等の研修会を行うなどの取り組みをする必要がある 

 
 
  
 

③ 就労移行支援 

就労移行支援は、旧法授産施設を中心に事業所開設の検討がなされていますが、実

習先の確保等課題も多く、現在市内に開設されている「風車の丘あけぼの」を中心に

利用されると見込んでいます。またその利用者も現在のところは少ないですが、就労

継続支援サービス事業所などで２～３年かけてステップアップできる方も増えてくる

と見込んでいます。 

 
【サービス確保のための方策】 

ⅰ障害のある人の企業などへの就労機会の拡大のため、ハローワーク（公共職業安定所）

や障害者就業・生活支援センターとの連携を強化して、企業などに対し雇用に対する理

解と協力の啓発を図るとともに、障害のある人への雇用に関する情報の提供に努めます。  

 

【計画期間中に取り組むこと】 

ⅰ協議会の就労支援部会を中心に、サービス利用者に働くイメージを認識してもらえるよ

う実際に障害のある人を雇用している企業見学ツアーを行います。 

ⅱ企業開拓のため、企業への訪問等を行い、協力依頼などの説明をするなどの取り組みを

検討します。 

 



 
 

43 

就労移行支援の各年度の実績及び見込量（月当たり） 

就労移行支援 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人 １ ２ ４ ４ ５ ５ 

サ-ビス量 人日 ９ ３３ ７４ ８４ １０６ １１０ 

※利用者数 人 1 2 10 
H23実績は4-11月平均 

※ｻｰﾋﾞｽ量 人日 22 44 220 

 

☝事業所の定員数やサービス内容だけにとらわれず、本人や家族の意志が尊重されるよう

留意する必要がある 

☝事業所は、個別に実習先を確保しておくことが必要であり、新規開設事業所はハローワ

ーク等との連携のほか、その受け入れ先との十分な調整が必要 

☝就労継続支援サービス事業所等において作業能力の高い方を確保する懸念もあるため、

協議会の就労支援部会での就労能力に応じたステップアップの見極めが重要 

 
【参考：就労移行支援の状況】 

☆利用事業所：風車の丘あけぼの、高知ハビリテーリングセンター 

今後の想定：安芸市ワークセンター、ワークセンター白ゆり 等 

☆その他特記事項 

・就労継続支援及び自立訓練から就労できる状況に達した方、現在失業中の障害のあ

る人、特別支援学校卒業生などの利用が見込まれるが、作業能力だけでなく、身だ

しなみや時間管理など一般的な生活習慣の習得が重要である。 

 
 
 

④ 就労継続支援（Ａ型、Ｂ型） 

【サービス確保のための方策】 

ⅰ障害のある人の企業などへの就労機会の拡大のため、ハローワーク（公共職業安定所）や

障害者就業・生活支援センターとの連携を強化して、企業などに対し雇用に対する理解と

協力の啓発を図るとともに、障害のある人への雇用に関する情報の提供に努めます。  

 

【計画期間中に取り組むこと】 

ⅰ協議会の就労支援部会を中心に、サービス利用者に働くイメージを認識してもらえるよ

う実際に障害のある人を雇用している企業見学ツアーを行います。 

ⅱ企業開拓のため、企業への訪問等を行い、協力依頼などの説明をするなどの取り組みを

検討します。 
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就労継続支援の各年度の実績及び見込量（月当たり） 

① 就労継続 

支援（Ａ型） 

第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人 ２ ３ ６ ６ ６ １１ 

サ-ビス量 人日 ４８ ６１ １１４ １３２ １３２ ２４２ 

※利用者数 人 2 3 4 
H23実績は4-11月平均 

※ｻｰﾋﾞｽ量 人日 44 66 88 

 

② 就労継続 

支援（Ｂ型） 

第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人 １４ ２３ ２９ ７１ ７７ ７９ 

サ-ビス量 人日 ２２９ ３８４ ４９８ １,４８５ １,６２１ １,６６７ 

※利用者数 人 21 34 66 
H23実績は4-11月平均 

※ｻｰﾋﾞｽ量 人日 416 673 1,307 

 

☝事業所の企業的な経営手法を導入するとともに収益性の高い作業への転換が求められ

ている 

☝工賃アップへの実効性が求められており、市としても市役所内での生産物の販売や斡旋

に協力はしているものの、アウトソーシングの観点からは委託できる業務内容が限られ､

また民間業者と費用面で競争を強いられている場合もある 

 
【参考：就労継続支援の状況】 

☆利用事業所：Ａ型：維新工房きらり、福祉工場かがみの、 

       今後の想定：風車の丘あけぼの、安芸市ワークセンター 

Ｂ型：香南くろしお園、フレンドリー、風車の丘あけぼの、第２香南くろ

しお園、安芸市ワークセンター、ゆうハート安芸、ワークセンター

第２しらゆり、ウイール社、コーケン、オーシャンクラブ、もやハ

ウス、めざめ、みどり作業所、ワークスみらい、高知ハビリテーリ

ングセンター、ごり工房 

☆その他特記事項 

・Ａ型は、雇用契約等があり、高収益業務をかかえる事業所でないと運営が厳しく、

対象者についてもその能力が求められる 

・Ｂ型は、雇用契約は必要なく、旧体系の通所授産施設や精神の作業所及び法定外施

設からの移行割合が高い 
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⑤ 短期入所（ショートステイ） 

短期入所については、定期的、継続的に利用されている方のほか、施設入所の待機

待ちや緊急時対応で利用される状況もあります。 

しかし、利用は施設の空き状況に左右され、障害のある子どもの場合、長期休暇時

のニーズが高く、利用者が集中し日程調整に時間を要することも多く、既存施設の定

員増加やどの障害種別でも対応できるよう要請していく必要があります。 

 
【サービス確保のための方策】 

ⅰ時期によっては利用者が集中し、日程調整に時間を要したり、受け入れ困難な場合もある

ため、緊急時対応用としてのベッド確保や障害種別を問わず対応できる体制づくりを事業

所へ働きかけます。 

 

【計画期間中に取り組むこと】 

ⅰ保護者のレスパイト（介護の休息）としての利用ができることなど、利用の仕方の周知

に取り組みます。 

 
短期入所（ショートステイ）の各年度の実績及び見込量（月当たり） 

短期入所 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人 ６ ８ ６ ２０ １９ １９ 

サ-ビス量 人日 ３５ ５６ ４３ ７１ ７８ ８０ 

※利用者数 人 6 7 7 
H23実績は4-11月平均 

※ｻｰﾋﾞｽ量 人日 37 41 44 

 

☝児童の場合は夏休みなど長期休み等の時期に利用が集中しやすく、月によって利用日数

に大幅な変動がある 

☝施設入所の待機待ちの利用のほか、将来または緊急時の利用準備のため、在宅（保護者）

と離れた環境に慣らすために利用するケースもある 
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⑥ 療養介護 

療養介護については、進行性筋ジストロフィー患者及び重症心身障害児（者）など、

医療機関で医療と常時介護を必要とする方が利用対象で、平成23年度までは徳島病

院利用の2名だけでしたが、平成２４年度から児童福祉法の改正に伴う障害児施設等

の体系再編で、18歳以上の方について重症心身障害児施設が療養介護事業所に移行

され、土佐希望の家８名、高知病院5名の増加を見込んでいます。 

 
【サービス確保のための方策】 

ⅰ既述の施設しかなく、継続提供に努めます。  

 

【計画期間中に取り組むこと】 

ⅰ重症心身障害児施設の入所者とは、移行するまで関わることがなかったため、土佐希望

の家、高知病院との連携に取り組みます。 

 
療養介護の各年度の実績及び見込量（月当たり） 

療養介護 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人 １ １ ２ １５ １５ １５ 

※利用者数 人 1 1  1 H23実績は4-11月平均 

 

☝利用施設が限定されており、新規利用希望者の増加に対応できない懸念がある 

☝療養介護施設に移行されることで、利用に際しての手続き等が県から市町村に移るため、

保護者への制度理解、手続き等の周知が必要 
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（５）居住系サービス 

１）居住系サービスの種類とその内容  

居住系サービスには、共同生活介護、共同生活援助、施設入所支援のサービスがあります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

２）居住系サービスの数値目標  

 

① 共同生活援助（グループホーム）及び共同生活介護（ケアホーム） 

共同生活援助（グループホーム：以下GH）、共同生活介護（ケアホーム：以下Ｃ

H）については、第2期計画で新規開設を見込み大幅な増加を想定していましたが、

開設の遅れや人員調整などで大幅な伸びはありませんでした。 

しかし、平成24年3月以降に管内の社会福祉法人等において新規開設が見込まれる

うえ、入所施設が定員に達していること、退院可能精神障害者の地域移行の推進など

から増加を見込んでいます。 

 
【サービス確保のための方策】 

ⅰGH、CHの供給不足が認められる場合には、平成 23 年度に行ったように、整備について

社会福祉法人や事業所への働きかけを行うとともに、市営住宅の空き部屋を活用するなど、

市としても利用者の利便性や個人負担額の軽減に寄与できる方策を行います。 

ⅱ退院、退所促進のために、利用体験ができる居室の確保を事業所に働きかけます。 

 

【計画期間中に取り組むこと】 

ⅰＧＨ、ＣＨの体験ができるよう事業所に対し積極的な働きかけをします。 

 

①共同生活援助（グループホーム：ＧＨ） 

夜間や休日に共同生活を営む住居で、相談その他日常生活の援助を行います。 

②共同生活介護（ケアホーム：ＣＨ） 

夜間や休日に共同生活を営む住居で、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。 

③施設入所支援  

施設入所者に対して主に夜間に提供される、入浴、排せつ、食事の介護等のサー

ビスを提供します。 
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グループホーム及びケアホームの各年度の実績及び見込量（月当たり） 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

ｹｱﾎｰﾑ 

第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者計 人 １４ １７ １７ ２６ ３１ ３６ 

 

うち 
グル-プホ-ム ５ ６ ７ ９ １０ １１ 

うち 
ケアホーム ９ １１ １０ １７ ２１ ２５ 

※利用者計 人 18 23 30 
  

H23実績は4-11月平均  
うちＧＨ 7 7 9 

うちＣＨ 11 16 21 

 

☝利用開始時期、定員との兼ね合い等あり、利用したくてもすぐに利用できない状況で、

特に系列事業所によるＧＨ、ＣＨ開設では空き定員を作らないように運営しているため、

必要なときに空きがない状態である 

☝福祉施設や病院の運営が多く、GH､CHの利用者もその施設等からの退所者が利用して

いる状況で、安心感はあるものの当事者の希望に合わせた立地や費用について選択（比

較）する余地があまりない 

☝GH､CHについて、利用してみたい思いを持つ障害のある人及び保護者は多いが､現実に

は費用面、安心面、立地面、日中活動などの面で利用に躊躇する方も多い 

☝親の死後に不安を持っている方が多いので、家族と同居している方でも経験をしてみる

ためにＧＨ等の一室を希望者に短期で利用する方法を検討する必要がある 

☝何十年も施設・病院等で生活してきた方に生活訓練の場を提供し、実際地域で生活でき

るのか見極めるために地域移行型ＣＨの整備がより必要。あわせて、２年間の移行期間

できちんと地域に帰れるような訓練内容ができているか検証が必要 

 
【参考：ＧＨ、ＣＨの状況】 

☆その他特記事項 

・住まいとしてはGH､CHが受け皿となるが､日中活動の場（生活訓練､生活介護､就

労継続支援等のほか､地域活動支援センターの日中活動及び憩いの場）の充実・確

保に対する取組みが必要 

・施設や病院による地域生活に必要な生活訓練等の強化が不可欠 

・地域移行した際の､本人や家族の不安を取り除くため､地域生活を支える相談支援体

制の充実が必要 
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② 施設入所支援  

 
【サービス確保のための方策】 

ⅰ現行施設での継続利用を基本としますが、重度障害のある方の入所待ちを軽減するため、

現在入所している方で地域移行の可能性がある方への積極的な支援に努めます。  

 

【計画期間中に取り組むこと】 

ⅰサービス等利用計画により、利用者及び家族のニーズや状況等を把握し、適切なサービ

ス利用となっているか把握していきます。 

 

 
施設入所支援の各年度の実績及び見込量（月当たり） 

施設入所支援 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人 ２ ６ １６ ５０ ４９ ４９ 

※利用者数 人 0 15 43 H23実績は4-11月平均 

 

☝現在、施設利用されている方の中で地域移行できると思われる方もいるが、住み慣れた

施設環境からの変化に戸惑う利用者や保護者も多く十分な説明と理解を求めることが

重要である 

☝障害区分認定に関し、「低い区分では施設経営に影響がある」、「低い区分ではサービ

スを提供できない」といった理由での区分変更申請がある 
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（６）計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 

平成23年度までは、居宅介護サービス利用者を中心にサービス等利用計画の作成

を行ってきましたが、障害者自立支援法の一部改正により平成24年4月から、相談支

援体系が以下のように変わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画相談支援においては、平成24年度から段階的に拡大し、平成26年度までにすべ

ての対象者について実施する必要があるため、計画的に見込む必要があります。 

平成24年4月からは、新規サービス利用者及び現在サービス等利用計画を作成して

いる方を優先し、順次、訪問系、日中活動系、居住系サービス利用者においても計画作

成を行っていきます。また、4月以降新たに計画相談支援の指定を受ける事業所が増え、

香南市外の相談支援事業所との契約者も出てくることが考えられるため、動向を見なが

ら進めていく必要があります。 

地域移行支援は、福祉施設入所者及び退院可能精神障害者の人数や地域生活への移行

者数等を勘案して見込んでいます。 

地域定着支援は地域における単身の障害者や家庭の状況等により同居している家族

の支援を受けられない障害者の人数、地域生活への移行者数等を考慮して見込んでいま

す。 

なお、計画作成のスケジュールや市で保有する対象者に係る情報、作成された計画

の検証については、援協議会の相談支援部会等でも共有していく予定です。 

①計画相談支援・障害児相談支援 

障害福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべての障害のある人に対

して、本人に必要なサービス内容やサービス量を考慮し、サービス等利用計

画案を作成するとともに、一定の期間ごとにサービス等の利用状況のモニタ

リングを行います。 

②地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援） 

・地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している方や精神病院等に長期入院している方

に、住居の確保など地域生活に移行するための活動に関する相談やサービス

提供事業所への同行支援等を行います。 

・地域定着支援  

施設や病院から地域生活に移行した方や新たに一人暮らしに移行した障

害のある人などに対し、障害の特性に起因して生じる緊急の事態等に常時、

相談や対応を行います。 
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【サービス確保のための方策】 

ⅰ自立した生活を支え、障害のある人が抱える課題の解決や適切なサービス利用につながっ

ているかなど、サービスの妥当性を客観的に精査する仕組みづくりを検討します。 

ⅱ計画作成やモニタリング等の対象件数に関し、相談支援事業所等と連携を密にし、進行管

理を行います。 

ⅲマネジメント研修等に取り組み、支援者の資質向上に努めます。 

 

【計画期間中に取り組むこと】 

ⅰ相談支援事業所やサービス提供事業所と連携し、平成 26 年度中に利用者全員のサービ

ス利用計画を作成します。 

 

相談支援の各年度の実績及び見込量（月当たり） 

相談支援等 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者計 人 １４ １７ １３ ３７ ５２ ５８ 

 

うち 
計画相談支援 － － － ３３ ４６ ５３ 

うち 
地域移行支援 － － － ４ ５ ４ 

うち 
地域定着支援 － － － ０ １ １ 

※計画作成
利用者 人 13 14 15 

  

H23実績は4-11月平均 

 

☝障害福祉サービスの利用が必要と認められる場合でも、本人や家族の拒否によりサービ

ス利用に結びついていないケースもあり、そういった困難事例には関係する機関と連携

し積極的に関与していく必要がある 

☝知的及び精神障害のある人はサービスを確保しても、本人の意欲を保つことが難しく、

常に関わる支援者(協力者)の重要性が高まっており、支援者の経験、力量、時間的余裕

が望まれる 

 
【参考：事業所の状況】 

☆利用事業所：相談支援事業所あけぼの、きぼう 

              ※白ゆりほかの事業所も検討中 
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（７）障害者自立支援法によるその他サービス 

① 補装具費の支給 

身体障害のある人の職業その他の日常生活の向上を図るとともに、身体障害のある子

どもについては、将来社会人として自活するための素地を育成又は助長するため、身体

障害者手帳の交付を受けている方を対象に、義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、

義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、座位保持いす、起立保持具、歩行器、頭部

保持具、排便補助具、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置を支給しています。  

身体障害のある人の機能により、その品目は様々ですが、装具や車いすといった品

目の交付が多い状況で、今後も増加していく傾向にあります。 

課題として、身体障害のある子どもに関しては、指定医師の補装具費支給意見書を

もとに市町村で支給決定していますが、生活環境は調査にて把握できても、補装具の

具体的製品の選定については、理学療法士等医療関係者による評価票に頼るところが

大きく、「真に必要なもの」を適切に決定できているか不安があります。 

特に子どもは教育的理由や成長に伴い複数の補装具が支給されやすいという背景

があり、支給しても未使用であったり、給付決定直後同種の補装具の給付を希望する

ケースもあるなど、製品技術が向上し多様化する補装具製品の中で、「真に必要なも

の」の決定に関し、県など技術的専門知識のある機関での判定が求められています。 

 
補装具費の支給の各年度の実績及び見込量 

補装具 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

件数 件 ７０ ６３ ８５ ８５ ８５ ８５ 

費用 円 7,432,105 6,335,702 12,000,000 12,000,000 10,000,000 10,000,000 

※件数 件 85 85 85 
 

※費用 円 8,500,000 8,500,000 8,500,000
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② 自立支援医療（更生医療） 

自立支援医療（更生医療）は、日常生活や社会生活を容易にするため、障害を軽減し

たり、機能回復をするために必要な医療費に対する助成をします。心臓機能の内科治療

を除いた手術、人工透析療法等が本制度の大半を占めています。 

対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の身体障害のある人です。

自己負担額は、原則として１割負担となりますが、世帯の所得水準に応じて１ヶ月あた

りの自己負担上限額が設けられています（食事療養費は原則、自己負担）。 

また、不況等により増加している生活保護者に関しては、自立支援医療費とこれに

係わる食事療養費等が全額自立支援医療優先となっているため、該当者がいれば高額

な医療費支給となるため、今後更に医療費が大幅に増加していくことも考えられます。 

 
自立支援医療（更生医療）の各年度の実績及び見込量 

更生医療 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

件数 件 １,２０１ １,３８３ １，８００ ２，０００ ２，１００ ２，２００ 

費用 円 56,370,453 60,890,431 77,000,000 85,000,000 90,000,000 95,000,000 

※件数 件 1,280 1,560 1,900 
 

※費用 円 62,400,000 76,128,000 92,876,000 
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３．第３期における地域生活支援事業の見込量 

（１）相談支援事業  

相談支援事業では、障害のある人が自立した日常生活、または社会生活を営む

ことができるようにすることを目的とし、障害のある人からの相談に応じ、必要

な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行って

おり、市では地域活動支援センターあけぼの（夜須福祉センター）に委託してい

ます。 

なお、本事業に含まれる住宅入居等支援について、本格的な取り組みは行って

いませんが、本計画期間中に取り組んでいく予定です。 

 
【サービス確保のための方策】 

ⅰ障害のある人や家族などからの相談に応じて、必要な情報や助言を提供するため、協

議会の相談支援部会等を通じ、地域の関係機関との連携強化に努め、情報の共有化に

努めます。 

ⅱ障害のある人に対する虐待や差別の防止に向けて、サービス提供事業所など関係機関

と連携を図るとともに、成年後見制度の活用を含め、人権擁護に努めます。 

 

相談支援事業の各年度の実績及び見込量 

相談支援 
第２期･実績 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

相談者 人 － － －    

相談件数 件 2,969 3,548 3,059 2,000 2,000 2,000 

 

☝相談の入り口である相談支援事業所の周知が重要であり、広報等で継続して紹介するこ

とが必要 

☝地域に埋もれている障害のある人に一番最初に関わる役割もあり、信頼関係の構築が重

要 

☝障害によっては定期的に不安定な周期を迎える方もおり、その状況を早期に把握すべく

定期的な関わりを保つことが重要 
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（２）コミュニケーション支援事業  

コミュニケーション支援事業では、意思疎通を図ることに支障がある障害のあ

る人への支援策として、「手話通訳者派遣」については、社団法人高知県聴覚障

害者協会へ、「要約筆記者派遣」については特定非営利活動法人高知県難聴者・

中途失聴者協会へ委託し、障害のある方の意思を他の方へ伝達しています。 

 
【サービス確保のための方策】 

ⅰ地域における手話通訳者や要約筆記者の養成に努め、サービスの提供体制を整えます。  

ⅱ障害のある人に対し、事業の周知を図り、サービスの利用を促進します。  

 
コミュニケーション支援事業の各年度の実績及び見込量 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

① 手 話 通
訳 者 派 遣
事業 

人 １ １ １ １ １ １ 

② 要 約 筆
記 者 派 遣
事業 

人 ０ ０ ０ １ １ １ 

※手話通訳 人 1 2 2 
 

※要約筆記 人 1 2 2 
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（３）日常生活用具給付等事業 

重度障害のある人に対し、日常生活の便宜を図るため、介護・訓練支援用具等

の日常生活用具の給付を行っていますが、最近は地域生活への移行に伴い、手す

りやスロープ、入浴補助用具等の自立支援生活用具や、たん吸引器や吸入器等の

在宅療養等支援用具の給付が増加傾向にあります。 

 
【サービス確保のための方策】 

ⅰ障害のある人が安定した日常生活を送るため、事業の周知を図るとともに、障害の特

性に合わせた適切な日常生活用具の給付に努めます。 

 
日常生活用具給付等事業の各年度の実績及び見込量 

 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

①介護・訓練支

援用具 
件 ５ ２ ２ ２ ２ ２ 

②自立生活支援

用具 
件 ６ １３ １５ １６ １７ １８ 

③在宅療養等支

援用具 
件 ５ ９ １０ １１ １２ １３ 

④情報・意思疎

通支援用具 
件 ４ ６ ５ １０ １０ １０ 

⑤排せつ管理

支援用具（スト

マ含む） 

月
分 ４６６ ５３４ ５３５ ５４０ ５５０ ５６０ 

⑥居宅生活動作

補助用具 （住

宅改修含む） 

件 ０ １ １ ２ ２ ２ 

※①介護･訓練 件 1 1 1 

 

※②自立生活 件 12 12 12 

※③在宅療養等 
件 5 5 5 

※④情報･意思

疎通 件 3 3 3 

※⑤排せつ管理 月
分 480 490 500 

※⑥居宅生活動
作補助 

件 4 4 4 
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（４）移動支援事業  

屋外での移動に困難がある障害のある人について、外出のための支援を行うこ

とにより、地域での自立生活及び社会参加を促している事業で、個人に対しての

個別支援と複数で同一移動を行うグループ支援を行っています。 

事業所は、ホームヘルプサービスを提供している障害者福祉サービス事業所ふ

れあいの里、ヘルパーステーションかがみ、香美市社協ヘルパーステーション八

王子、ヘルパーステーションゆずりはを指定しています。 

なお、重度視覚障害のある人の利用については、平成2３年10月から訪問系

サービスの同行援護（前述）に位置付けられました。 

 
【サービス確保のための方策】 

ⅰ障害のある人の利用ニーズを把握し、適切なサービスを利用できるよう努めるととも

に、事業者での専門的人材の確保や質的向上を働きかけていきます。  

ⅱ障害のある人の社会参加を促すため、障害のある人の外出を支えるボランティアの育

成支援に努めます。 

 
移動支援事業の各年度の実績及び見込量 

 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人 １１ ９ １２ １５ １７ ２０ 

サ-ビス量 
時
間 ２８８ ４１７ ５５０ ６５０ ７７０ ８５０ 

※利用者数 人 13 15 15 
 

※ｻｰﾋﾞｽ量 
時
間 

600 700 700 

 
 
 
 

（５）地域活動支援センター事業  

地域活動支援センターあけぼので、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社

会との交流の機会創設等、障害のある人の地域生活支援を促進します。 

近年は広報紙などのＰＲにより利用者も増加し、利用者による集まりとして、

「なでしこ会」、「ダンディ会」を発足し、利用者自ら活動の企画をしています。 
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【サービス確保のための方策】 

ⅰ障害の特性に合わせた活動の場の拡大･充実及び活動内容の周知を行います。 

ⅱ近隣の障害福祉施設などと相互に活動参加がしあえるよう、他機関との連携強化を

図ります。 

 
地域活動支援センター事業の各年度の実績及び見込量 

 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人/日 １５.７ １６.５ １６ １８ ２０ ２２ 

登録者数 人 １００ ８４ １００ １１０ １２０ １３０ 

※利用者数 人/日 20 23 25 
 

※登録者数 人 70 80 90 

 
 
 
 
 
 
 

（６）その他の任意事業  

地域生活支援事業の任意事業では、地域の実情を考慮し市の裁量で実施する事

業として、「訪問入浴サービス事業」、「日中一時支援事業」、「自動車運転免

許取得･改造助成事業」、「福祉ホーム事業」、「在宅生活支援事業」、「手話

奉仕員養成研修事業」などを実施しています。 

なお、「更生訓練費給付事業」は日中活動系サービス事業所が訓練的要素を含

んでサービス提供していることから廃止しました。 

 
【サービス確保のための方策】 

ⅰ各種助成制度の周知に努め、事業の利用促進を図り、障害のある人やその家族の支援

に努めます。  

ⅱ日中一時支援事業については、必要なサービス量をサービス提供事業所と連携し確保

に努めます。  

ⅲ福祉ホーム事業については、福祉ホームと連携を取り、空き状況や利用者の状況を把

握しつつ、新たな利用希望者に関して、その情報提供等を円滑に行います。 

ⅳ手話奉仕員養成研修事業については、県で実施する手話通訳者養成講座が隔年開催の

ため、市で行う手話奉仕員養成研修の終了者がスムーズにステップアップできるよう

に、開催時期の調整や開催日の設定を行い、より多くの方の参加を促します。 
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その他の任意事業の各年度の実績及び見込量 

 

第２期･実績(下部の※は第2期計画見

込) 
第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

①訪問入浴サービ
ス事業 

人 ３ ３ ２ ２ ２ ２ 

回 １３８ ２１２ １１０ １１０ １１０ １１０ 

②更生訓練費給付

事業 

人 

 
４ － － － － － 

③日中一時支援事

業 

人 ５ ６ ２ １ １ １ 

回 ６３ １１１ ２８ ２３ ２３ ２３ 

④運転免許取得 件 １ ０ ３ ２ ３ ４ 

⑤自動車改造 件 ２ １ ３ ３ ３ ４ 

⑥福祉ホーム事業 人 ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

⑦在宅生活支援事

業 
人 １ ０ ０ １ １ １ 

⑧手話奉仕員養成
研修事業 

人 ０ １９ ７ ０ １０ ０ 

①訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ 
人 2 2 3 

回 130 130 150 

②更生訓練費給付 人 4 2 1 

③日中一時支援 
人 6 7 7 

回 80 90 100 

④運転免許取得 件 3 3 3 

⑤自動車改造 件 2 2 2 

⑥福祉ホーム 人 3 3 3 

⑦在宅生活支援 人 1 1 1 

⑧手話奉仕員養成 人 － 70 － 
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① 訪問入浴サービス事業 

訪問入浴サービスは、重度身体障害のある人を対象に、（有）四国総合介護シ

ステムが提供しており、現状の利用者2名から増加は見込んでいません。 
 
 

② 更生訓練費給付事業 

更生訓練費給付事業は、身体障害者施設での更生訓練費用を助成し、本人負担

の軽減を行う事業でしたが、新体系施設に移行した事業所は対象外となるため、

平成2２年度に廃止しました。 
 
 

③ 日中一時支援事業 

日中一時支援事業は、いきいき、かがみの育成園、土佐希望の家、南海学園、

高知県療育福祉センターで、生活介護給付を受けられない障害のある人や短期入

所サービスの支給決定を受けている方を対象に、日中、施設での介護などを行っ

ています。 

利用は主に障害のある子どもが中心ですが、平成24年度から放課後等デイサ

ービスへ移行することから、利用者の減少が見込まれます。 

なお、障害児長期休暇支援事業の取り組みにより、遠方の施設への保護者の送

迎負担、夏休みなど休校時の利用集中による施設定員の超過を要因とする受け入

れ不安などが解消されています。 

身体障害のある子どもが利用できる施設は高知市若草町にある高知県療育福

祉センターが主であり、身近に利用できる施設がないのが現状です。 
 
 

④ 自動車運転免許取得・改造助成事業 

自動車運転免許取得･改造助成事業は、主に自動車改造に関して数件あるかな

いかの現状でしたが、最近は障害の種別にかかわらず就労や進学のために運転免

許を取得する方や取得を希望する方が増加傾向にあります。 

年度により利用者数の変動はありますが、障害のある人の社会参加や自立を促

進するうえで重要度が高いため、今後も引き続き制度の周知に努めます。 
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⑤ 福祉ホーム事業 

福祉ホーム事業は、すずめ三里ホーム（高知市）とコーポラスこくふ（南国市）

を対象施設とし、施設管理費や指導員等の配置に要する経費について補助するこ

とで入居者の利用料の軽減を図る事業で、対象者はすずめ三里ホームの2人で安

定すると見込んでいますが、今後、福祉ホームの空き状況によっては増加する可

能性もあります。 

 
 
 

⑥ 在宅生活支援事業 

在宅生活支援事業は、平成20年度に新設した市独自事業で、長期入院・入所

している重度障害のある人の退院・退所を促進するため、在宅復帰後利用が見込

まれるサービスを外泊や外出時に自宅で受けられるように事業化したものです。 

今までの実績は平成21年度の1件だけですが、今後、地域生活への移行促進

等により、毎年度利用されると見込んでいます。 

 
 
 

⑦ 手話奉仕員養成研修事業 

手話奉仕員養成研修事業は、手話通訳士を目指す方はもちろん、サービス業な

どの接客において聴覚に障害を持つ人へ手話でご案内したり、手話でコミュニケ

ーションを図るなどのステップアップを目指す方、ボランティア活動に活かした

い方のために、手話奉仕員養成講座を開催する事業です。 

香南市では、平成20年度に初めて取り組み、2巡目として平成22年度に入門

課程、平成23年度に基礎課程を社団法人高知県聴覚障害者協会に委託し、実施

しました。 

その基礎課程修了者は、県で実施している手話通訳者養成講座（基本課程、応

用課程、実践課程）にステップアップできますが、隔年実施であるため、養成講

座の開催時期については、県の基礎課程の日程・開催場所を踏まえ、相互利用の

検討を含め参加しやすい日程を計画します。 
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４．その他香南市独自事業の見込量 

（１）医療機関送迎サービス事業  

医療機関送迎サービス事業は、重度障害のある人や要介護高齢者(高齢者介護

課が主管)を移送用車両等により居宅から市内外の医療機関への送迎を行うサー

ビスです。 

委託事業所は、対象者が香南市内の医療機関へ行く場合には香南市シルバー人

材センター、市外の場合には市内のタクシー事業者を利用することになっていま

すが、ストレッチャーの利用が必要な方は、市内医療機関への送迎についても、

介護タクシーを利用しています。 

 
医療機関送迎サービス事業の各年度の実績及び見込量 

 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人 ２０ ２１ ２１ ２５ ３０ ３５ 

サ-ビス量 件 １１９ １２８ １６０ ２０８ ２６８ ３２８ 

※利用者数 人 25 25 30 
 

※ｻｰﾋﾞｽ量 件 180 180 200 

 
 
 
 
 
 
 
 

（２）社会参加のための外出支援サービス事業  

社会参加のための外出支援サービス事業は、重度障害のある人に対し、移送用

車両(リフト付車両及びストレッチャー装着ワゴン車等)を使用し、社会参加のた

めの外出支援を行うサービスです。 

行き先は、買い物などのほか、美術展覧会など行楽も含めており、対象者の外

出機会の向上を支援しています。 

アンケート結果などからも外出機会の向上を望まれる方が多く、今後も対象者

が増加していくと見込まれます。 
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社会参加のための外出支援サービス事業の各年度の実績及び見込量 

 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人 ６ ７ ４ ６ ７ ８ 

サ-ビス量 件 ４１ ４９ ２０ ３０ ３５ ４０ 

※利用者数 人 6 7 8 
 

※ｻｰﾋﾞｽ量 件 30 35 40 

 
 
 
 

（３）住宅改造支援事業 

市内に住所を有し、住宅改造を必要とする身体障害のある人を対象にしていま

す。(軽微な改修に関しては、日常生活用具給付事業の住宅改修で実施) 

今後も、年間２件程度で推移するものと見込んでいます。 

 
住宅改造支援事業の各年度の実績及び見込量 

 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人 ０ １ ０ 2 2 2 

補助額 
千
円 ０ ８３ ０ 1,332 1,332 1,332 

※利用者数 人 2 2 2 
 

※補助額 
千
円 

1,332 1,332 1,332 

 
 
 
 

（４）障害児者地域支え合い支援事業  

障害児者地域支え合い支援事業は、心身障害のある人が、家庭において一時的

に介護を必要とする場合に、あらかじめ登録している介護者に介護委託すること

で、本人やその保護者の地域生活を支援する事業です。 

障害のある子どもをもつ保護者の要望は高いものの登録介護者を確保しづら

いため、最近利用減少しており、今後は現状で推移すると見込まれます。 
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障害児地域支え合い事業の各年度の実績及び見込量 

 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人 ５ ３ ３ ３ ３ ３ 

サ-ビス量 時
間 ９４ ４８ ３０ ３０ ３０ ３０ 

※利用者数 人 3 3 3 
 

※ｻｰﾋﾞｽ量 
時
間 

50 50 50 

 
 
 
 

（５）障害児長期休暇支援事業 

障害児長期休暇支援事業は、特別支援学校等の長期休暇期間中に地域において

障害のある子どもの援助を行うサービスで、地域活動支援センターあけぼのに委

託し、支援員を配置し、日中活動の場を提供しています。 

 
障害児長期休暇支援事業の各年度の実績及び見込量 

 
第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人 １８ １７ １５ １７ １７ １７ 

利 用 延 日
数 

日 ３８ ４５ ４４ ４５ ４５ ４５ 

事業経費 円 614,330 700,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

※利用者数 人 6 6 6 
 

※事業経費 円 600,000 600,000 600,000 
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（６）重度心身障害児・者医療費の助成 

重度心身障害児･者の医療費について、以下の方を対象に助成しています。 

近年、身体障害者手帳を取得される方が増加していますが、課税状況等により

対象外となる方も多く、年度により多少の変動はありますが、対象者数は800

人強、対象経費は1億円強で推移すると見込んでいます。 

 

《県補助事業》 

・身体障害者手帳１･２級または療育手帳Ａ１･Ａ２ 

・身体障害者手帳３･４級と療育手帳Ｂ１(１歳以上１８歳未満) 

※平成１５年１０月１日以降６５歳以上で新たに上記の対象になった 

場合は住民税が非課税世帯の方のみ対象 

 

《市単独事業》 

・身体障害者手帳３級または療育手帳Ｂ１･Ｂ２ 

※世帯の総所得額が２００万円以下の方が対象 

（６５歳以上の方は住民税非課税世帯の方のみ対象） 

 
 

重度心身障害児・者医療費助成の各年度の実績及び見込量 

 
第２期･実績 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

県
事
業 

対象者数 人 ７００ ６９９ ６９１ ７００ ７００ ７００ 

事業経費 
千
円 91,036 98,341 95,000 95,000 95,000 95,000 

市
事
業 

対象者数 人 ９７ １０４ １２１ １３０ １３０ １３０ 

事業経費 
千
円 11,127 13,104 12,000 12,000 12,000 12,000 

   ※対象者数：県事業は 3月 1日現在、市事業は 7月 1日現在 
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第７章 障害のある子どもへの支援策  

 

１．子どもへの障害福祉サービス  
 

児童福祉法の改正により、平成2４年度から障害児関連の福祉サービスが再編され、

本計画に定める事項ではなくなりましたが、障害のある子どもに関するニーズの高ま

りや協議会のこども部会にも関係していることから掲載します。 

 

   法改正に伴う障害児関連の主な福祉サービスの新旧対照表 

   
これまでのサービス 24 年４月からのサービス 利用対象年齢 備考 

通

所

系 

児童デイサービス（Ⅰ型） 児童発達支援 未就学児 
支給決定は市町村へ

一元化 
障害児通園施設 児童発達支援 未就学児と学齢児 

児童デイサービス（Ⅱ型） 放課後等デイサービス 学齢児 

小中高校生が対象

（特例の場合は 19 歳

まで利用可） 

重症心身障害児（者） 

通園事業 

未就学･･･児童発達支援 

学齢児･･･放課後等デイサービス 

（成人･･･生活介護など） 

補助事業から法定事

業へ転換 

日中一時支援 同左 年齢を問わない 
一部は放課後等デイ

サービスへ移行 

在

宅

系 

居 宅 介 護 （ ホ ー ム ヘ ル

プ） 
同左 

年齢を問わない 

これらのサービスは子

ども・成人が共通して

利用するため、引き

続き自立支援法へ位

置付けられる 

行動援護 同左 

移動支援（ガイドヘルプ） 同左 

そ

の

他 

短期入所（ショートステイ） 同左 

障害児入所施設 
障害児入所支援 

（福祉型・医療型） 

原則 18 歳まで 

（特例の場合は 19

歳まで利用可） 

18 歳以上の人は、原

則として自立支援法

のサービスで対応 

 

保育所等訪問支援 
未就学児と一部の

学齢児 

学校や学童保育（放

課後児童クラブ）への

派遣も可能 

障害児相談支援 

原則 18 歳まで（特

例の場合は 19 歳

まで利用可） 

18 歳以上の人は、原

則として自立支援法

のサービスで対応 
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児童発達支援は、平成23年度までの児童デイサービス及び障害児通園施設におけ

る未就学の子どもが対象となることから、今回の計画でも見込量を算定しました。 

放課後等デイサービスは、学齢児が対象となることと合わせ、事業所の体制等によ

り利用の仕方が変わり得るため見込量は算定していませんが、それまでの重症心身障

害児通園事業を利用している現状と変わりないものと見込んでいます。 

保育所訪問支援、障害児相談支援は、新たなサービスとなりますが、これまでに実

施してきた支援と内容的に似ているため、今後も協議会のこども部会と連動して、推

進していきます。 

なお、ホームヘルプ(居宅介護)、行動援護、ガイドヘルプ(移動支援)、ショートス

テイ(短期入所)、障害児支え合い事業、障害児長期休暇支援事業はこれまでと変わり

なく、本計画(前述)で見込んでいます。 

 
児童発達支援（平成 23 年度までは児童デイサービス）の各年度の実績及び見込量（月当たり）  

児童発達支援 

(児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ) 

第２期･実績(下部の※は第2期計画見込) 第３期･見込 

21年度 22年度 23年度見込 24年度 25年度 26年度 

利用者数 人 ５ １２ １５ ２０ ２０ ２０ 

サ-ビス量 人日 １０ ２１ ４３ ６０ ６０ ６０ 

※利用者数 人 2 2  2 
H23実績は4-11月平均 

※ｻｰﾋﾞｽ量 人日 5 6 6 
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２．子どもに係る課題の抽出（事業所ヒアリング及びアンケート） 

香南市内の障害のある子どもの状況及び課題の把握方法として、香南市の障害のあ

る子どもが利用する事業所が、日頃の保護者との関わりや相談で聞く、保護者の悩み

や希望･要望等の聞き取りを行いました。平成２３年１０月～１２月に複数名利用が

ある事業所にヒアリングを実施し、少数の利用者の事業所についてはアンケートを実

施しました。 

ヒアリング及びアンケートの項目については、 

①個別状況（本人の能力･意欲等の状態、家族の介護力状態や意向）を踏まえ

た今後3年間の見込量 

②利用者から受けた相談内容（福祉サービスに関すること、障害や病状の理解

に関すること、健康･医療に関すること、不安解消･情緒安定に関すること、

保育･教育に関すること、家族関係･人間関係に関すること、家計･経済に関

すること、生活技術に関すること、就学に関すること、社会参加･余暇活動

に関すること、権利擁護に関すること等） 

③事業所全体に関すること（系列法人を含むサービスの追加や定員の動向など

将来展望、貴事業所で感じる課題及びその対応策、今現在連携をとっている

関係機関、今後連携をとりたい関係機関、行政等に対する意見や要望等） 

を設定し、①のうち障害福祉サービスに関しては「第6章 サービス見込量の設定」

に反映し、②及び③については、以下のように集約されました。 

 

 

（１）保護者から受けた相談内容 

《福祉サービスに関すること》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【サービス】 

 ・障害のある子どもが利用できるサービスが少ない 

・療育支援サービス等、就学後に利用できる事業所やサービスが少ない 

・就学後も児童デイサービスを効率的に利用できるとよい 

・障害児通園施設や親子教室等障害のある子どもが受けられるサービスが

東部にほしい 

・市内に短期入所や日中一時の利用できる事業所がほしい 

【情報】 

・使えるサービスが何かわからない 

・どこへ相談していいかわからない 

・手帳や手当について 
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《障害や病状の理解に関すること》 
 
 
 
 
 
 
 
《健康･医療に関すること》 
 
 
 
 

 
《不安解消･情緒安定に関すること》 
 
 
 
 
 
 
 
 
《保育･教育に関すること》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《家族関係･人間関係に関すること》 
 
 
 
 

 
 
 
 
《家計･経済に関すること》 
 
 

【保護者】 

・診断を受け止めにくい 

・障害や特性の理解が難しい 

・家族に伝えられない 

・社会の理解度への不安がある（行政等による社会啓発） 

【医療機関】 

・歯科や耳鼻科の選び方やかかり方 

・待ち時間が長い 

【保護者】 

・子どもをきつく叱ってしまう 

・頭で理解していても感情が抑えられない 

・家族に甘やかしやしつけが悪いと言われる 

【家族】 

・家族の障害受容や理解が難しい 

【保育・幼稚園】 

・園の方針や先生の考えと保護者の希望に相違がある 

・加配の先生の障害や特性の理解及び専門性を高めてほしい 

・特性を理解してもらえない 

【学校】 

・不登校になっている 

・先生の理解や関わり方について 

・担任の先生が変わることの不安（理解や関わり方が初めからになる） 

【連携】 

・サポートブックの作成について 

特になし 

【兄弟姉妹】 

・けんかが激しいなど兄弟姉妹間での関わり方について 

・精神的フォローや障害への理解について兄弟姉妹へどのように関われば

いいのかわからない 

【社会】 

・家族以外の大人にも慣れるなど社会性を養う場がほしい 
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《生活技術に関すること》 
 
 
 
 

 
 
 
《就学に関すること》 
 
 
 
 
 
 
 
《社会参加･余暇活動に関すること》 
 
 
 
 
 
 
 
 
《権利擁護に関すること》 
 
 
 
 
 
 
 
 

まず、全般的に障害のある子どもに関するサービス提供事業所が少ないことが伺

われます。特に療育福祉センターにサービスが集中しており、保護者が育児や仕事

をしながら定期的に通うには遠方であり、不便さを感じています。 

また、県内の利用者が集中するため、療育福祉センターの診察が数ヶ月先の予約

であったり、サービス利用も待機の状況にあります。これは療育福祉センター以外

の児童デイサービス事業所にも言えることで、乳幼児検診や診断の確立で発達障害

などが早期に診断されるようになり、療育支援が必要と言われながらも、利用につ

いては待機の状態で、受け皿の不足が課題となっていることがわかります。 

【生活能力】 

・生活習慣獲得のための援助の仕方について 

・将来に向けての生活力（買い物・調理など）をつけたい 

・コミュニケーション力をつけたい 

・友だちとのトラブル時の対応（ソーシャルスキル） 

【引き継ぎ】 

・小学校への引き継ぎの仕方について 

・スケジュールや手順書、サポートブックなどで引き継ぎするが、学校では

上手くスケジュール通りにいかない 

・噛みついた時などトラブル時の具体的な対応の仕方について 

【休日】 

・放課後や長期休暇をどのように過ごすのか 

・障害児が安心して遊べる施設や設備がない、知らない 

・重度障害児の行くところがない（行動援護・マンツーマン） 

・参加できるイベントが少ない、情報がない 

・学童がない、あっても友達とのトラブルなどが心配で利用しづらい 

【権利擁護】 

・小学校で特別な配慮ができないと言われた 
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児童デイサービスについては、小学就学前までを対象にした事業所が多く、小学

校に就学した後に療育支援を受けられるサービスが少ないとの声が多く聞かれ、就

学後も継続して利用したい意向が伺われます。 

就学に関しては、大きく環境が変化するときであり、障害のある子どもにとって

はストレスが高まり、保護者は不安を感じています。保護者は、児童デイサービス

等を利用しながら、幼稚園や保育所と連携して取り組んできた支援を小学校でも取

り入れてほしい、同じように対応してほしいという希望を持っています。担任の先

生が変わったことや就学をきっかけに不登校となるケースもみられたり、また保護

者からは、幼稚園や保育所、学校に障害の特性を理解してもらえないという声も聞

かれ、障害や特性の理解と療育的視点の専門性が求められています。 

 
 
 
 

（２）事業所全体に関すること 

《系列法人を含むサービスの追加や定員の動向など将来展望》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
《貴事業所で感じる課題及びその対応策》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【サービス動向】 

・利用契約の定員を増やしたい 

・法改正に伴い移行を検討中 

・障害のある子どものサービス利用計画作成 

・長期休暇支援事業の対象者の見直し 

【サービス外】 

・父母会の立ち上げ 

・早期発見できるようになったがサービスの受け皿が少ない（待機者多数） 

【事業所】 

・支援員の技術や専門性の向上、人材確保 

・通所した時だけ実践するのではなく、家庭や保育など日常生活の中で支

援が実践できるようにする 

・医療的ケアの必要な利用児は通園が安定しないため訪問を検討中 

【連携】 

・送迎の広域連携 

・土日の開所など余暇活動でのボランティアや地域の人材活用 

【行政】 

・相談支援事業所の周知と活用 

・障害児と障害者の区別なく利用できる場所の整備 

・利用児の居住地での支援体制の充実 
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《今現在連携をとっている関係機関及び今後連携をとりたい関係機関》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《行政等に対する意見や要望》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

待機者が多く、利用定員を増やしたいけれども、専門性を持った職員の確保が課

題となっています。また、長期休暇や放課後の利用希望があっても、保護者が仕事

をしているために送迎の手段がなく、利用者が伸びない状況もあります。事業所で

の送迎の確保が難しく、市バスの利用や事業所の枠を越えた広域送迎などの検討を

希望する声が聞かれました。 

今後、連携を取りたい機関としては教育機関が最も多く、保護者同様に就学時の

引き継ぎでの関わりや就学後の療育支援の必要性が上げられています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【現在】 

・児童デイサービスにおいては、保育士の同伴通所もあり、保育や幼稚

園と連携が取れているように思われ、療育福祉センターや医療機関、

相談支援事業所、特別支援学校等の専門や関係機関と連携しやすい関

係ができている。 

【今後】 

・特にニーズが高かったのが教育機関である。保育や幼稚園からの繋ぎ

の場面で、未就園児で就学前の関わりがなかった事例や学校から問い

合わせがありながらも支援会が実現しなかった事例、地域の学校に入

学したが特別支援学校へ転校した事例などがあり、課題を感じている。 

・個々の将来をチームで支援できるように、相談支援事業所などコーデ

ィネータがおり、事業所や関係機関の枠を超えた連携ができるとよい。 

・その他には医療機関、教育委員会、加配保育士などがあげられた。 

【手続き等】 

・送迎の運転手や地域のボランティアの方などに受講してもらえるよう、地

域でガイドヘルパーの養成講座など実施してほしい。 

・市営バスなどを送迎に利用できるようルートを検討してほしい。 
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（３）今後の取り組み 

今回のヒアリングやアンケートで明らかになった課題については、協議会のこど

も部会等で対策を検討していきます。特に、地域の学校や特別支援学校、教育委員

会等の教育機関との連携を強化することが課題と考えられます。 

家庭、教育、保健、医療、福祉、療育など関係機関の連携がよりよい支援に繋が

ると考えられ、そのコーディネート機能が求められています。法の改正に伴い、サ

ービス利用計画の作成が必要となり、相談支援事業所がコーディネーターとなるこ

とが想定され、チームで支援できる体制や連携強化のためのネットワークづくりが

重要と思われます。 

また、市内や近隣の市町村でサービスが受けられる支援体制の充実が求められて

おり、協議会において事業所や県とも協議していきます。 
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第８章 計画の推進について 

 

１．障害者自立支援協議会の活用による適切な進行管理 

この計画を推進するためには、地域課題の早期発見が重要であり、そのための手段

として、協議会を活用します。 

障害のある人にかかわる市内外の関係機関で組織されているため、その機関で感じ

取った課題を多くの視点から検証し、施策へ結びつけ発展していくことも可能であり、

そのためには、協議会のメンバー同士の連携はもちろん、関係団体やサービス提供事

業所、さらには広く市民各層への周知、情報収集能力の向上が不可欠です。 

協議会の全体会において、この計画に定めたサービス見込量などの目標の達成状況

を適切に点検・評価するため、毎年度、障害者自立支援協議会で検証し、その結果の

公表を図るなど、計画の進行管理に努めます。 

また、各部会の開催時においても早期の課題発見とその対応策を検討していきます。 
 
 
 
 

２．関係機関等の連携と地域福祉の推進 

この計画の推進にあたっては、庁内の関係部局との密接な連携のもとに諸施策に総

合的に取り組むとともに、障害者団体や施設・サービス提供事業所などの意見を十分

取り入れながら計画の効果的な推進を図ります。 

また、周辺地域との連携も必要であり、関係機関や関係団体などとの一体的な取り

組みのもとに、必要な調整を図りながら効果的な事業推進を図ります。 

同時に、障害のある人の自立生活を支えるためには、市民をはじめ、多くの企業や

民間団体などが情報を共有し、地域全体としての取り組みが必要です。 

このため、地域での協働化の視点に立って、市や社会福祉協議会などの関係団体、

ボランティアやＮＰＯ団体、サービス提供事業所、企業などがそれぞれの役割を十分

達成できるよう相互の連携を密にし、地域福祉の推進に努めます。 
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３．制度への理解と啓発  

この計画を推進し、障害者自立支援法が定める「障害者及び障害児がその有する能

力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる地域社会」の

実現を図るためには、庁内はもとより、関係団体やサービス提供事業所、さらには広

く市民各層の理解と協力が不可欠です。 

そのためには、障害のある方を取り巻く環境を一般市民にも広く知っていただき、

その現状に対しての支援の一部である本計画に掲げた制度等の内容の周知も図ってい

きます。 
 
 
 

４．人材の養成確保と資質向上 

計画に掲げる目標を達成するためには、サービス提供を行う人材の養成が不可欠で

あるとともに、その資質向上を図って、質の高いサービスの提供を実現していく必要

があります。 

サービス事業所、指定相談支援事業所における人材の育成・確保や資質向上を促し

ていくとともに、より幅広い障害のある人の支援を行えるよう県などと連携し必要な

人材の養成、これらの従事者への研修機会の充実に取り組んでいきます。 

また、平成２４年１０月に障害者虐待防止法が施行されるにあたり、利用者の人権

の擁護、虐待の防止等のため、責任者を置く等の必要な体制を整備し、従業者に対し

て、研修を実施する等の措置を講じるように努めることが必要です。福祉事務所、児

童相談所、精神保健福祉センター、障害者及び障害児団体、学校、警察、法務局、司

法関係者、民生委員・児童委員、人権擁護委員等の連携強化を図りつつ、障害のある

人に対する虐待の未然の防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防

止等、関係者の合意による対応システムについて検討する必要があります。 
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１．圏域ビジョン（第 3 期高知県障害福祉計画より） 
   県計画において、圏域サービス基盤整備計画が定められましたので、以下掲載します。 
 
 
 
 

中 央 東 圏 域 
 

 
南 国 市 香 美 市  
香 南 市 本 山 町  
大 豊 町 土 佐 町  
大 川 村  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 現 状 等 
 
(1) 圏域の現状と課題 
○ 当圏域では、平野部にある３市と中山間地域に位置する嶺北４町村では、利用者数やサービ

スの供給体制などに大きな差が見られます。また、圏域内にとどまらず、隣接する高知市内の

事業所の利用が多いため、その調整が課題となっています。 
 
○ 南国、香美、香南の３市では、サービス事業所が比較的多い一方、新たな利用者を受け入れ

ることが困難な状況が見られます。全体的にサービス供給体制の整備が進んでいる地域ですが、

高知市を含めた圏域を超えた事業所の相互利用の調整が課題となっています。 
 
○ ３市には、地域活動支援センター・相談支援事業所がそれぞれ設置されており、利用者や関

係機関から地域の拠点機関として一層の充実が期待されています。 
相談支援事業所については、人材確保や相談支援専門員の資質向上が課題となっており、今

後、サービス利用の増加やニーズの多様化に対応するためのサービス調整機能の充実が求めら

れています。 
また、地域活動支援センターについても、障害者の日中活動の重要拠点として各市とも利用

者は増加していますが、利用者のニーズの多様化や障害特性に応じた対応などが課題となって

います。 

 

◆ 圏域内の障害のある人の状況（H23.3.31現在） 

 
人  数 うち、65歳以上 

 率  率 

圏域内の人口 125,185  37,265 29.8% 

身体障害者手帳所持者 7,949 6.3% 6,011 75.6% 

 療育手帳所持者 935 0.75% 99 10.6% 

 精神障害者 
保健福祉手帳所持者 

447 0.36% 65 14.5% 

※（参考）自立支援医療（精神通院）受給者証所持者：1,415人 

※ 人口は、H23.3.31現在 住民基本台帳登載数 
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○ 嶺北地域は、就労継続支援事業所が３箇所、居宅介護事業所が３箇所とサービス事業所が少

なく、移動手段も限られるため、障害のある人が身近なところでサービスが受けられるよう、

新たな事業所の整備とサービス従事者の人材確保や高齢者の既存施設を活用した取り組みなど

サービス提供体制の充実が必要です。 
 
○ 平成 23 年７月時点のサービスの利用実績は、訪問系サービス、日中活動系サービスともに

第２期計画の見込量より若干少なくなっていますが、旧法施設を含めた障害福祉サービスの利

用者は年々増加しており、新体系への移行期限である平成 23 年度末には見込量に達すると考

えられます。 
 
○ グループホーム等については、一定の整備が進んでいますが、利用定員の関係で新たな利用

が困難な状況にあります。 
 今後、病院や施設から地域生活への移行の増加が見込まれることから、病院や事業所との連

携と地域移行・地域定着支援の充実とあわせ、グループホーム等の体験利用の促進や日中活動

系及び訪問系事業所の更なる整備が必要です。 
  
  
 

(2) 圏域内の旧法施設及び指定障害福祉サービスの提供基盤の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

香 美 市

香 南 市

土 佐 町

大川村
本山町 大 豊 町

・身体障害者療護施設 １ヶ所 定員入所80名
・身体障害者通所授産施設 １ヶ所 定員20名
・知的障害者授産施設 １ヶ所 定員 通所20名
・生活介護事業所 ３ヶ所 定員合計120名
・就労移行支援事業所 １ヶ所 定員６名
・就労継続支援（Ａ型）事業所 １ヶ所 定員10名
・就労継続支援（Ｂ型）事業所 ３ヶ所 定員合計41名
・短期入所事業所 ３ヶ所
・施設入所支援事業所 １ヶ所 定員60名
・ＧＨ／ＣＨ ２ヶ所 定員合計14名
・訪問系サービス事業所 8ヶ所
・児童デイサービス事業所 １ヶ所
・指定相談支援事業所 2ヶ所
・福祉ホーム １ヶ所 定員10名

南 国 市

・知的障害者授産施設 １ヶ所 定員 通所30名
・生活介護事業所 ２ヶ所 定員合計75名
・自立訓練（生活訓練）事業所 １ヶ所 定員６名
・就労移行支援事業所 １ヶ所 定員６名
・就労継続支援（Ｂ型）事業所 ２ヶ所 定員合計38名
・短期入所事業所 １ヶ所
・施設入所支援 １ヶ所 定員60名
・ＧＨ／ＣＨ １ヶ所 定員５名
・訪問系サービス事業所 ３ヶ所
・指定相談支援事業所 １ヶ所

・知的障害者更生施設 １ヶ所 定員入所138名
・知的障害者授産施設 ３ヶ所
定員合計 入所34名 通所79名

・就労継続支援（Ａ型）事業所 ２ヶ所 定員合計50名
・就労継続支援（Ｂ型）事業所 １ヶ所 定員5名
・短期入所事業所 ２ヶ所
・ＧＨ／ＣＨ 19ヶ所 定員合計119名
・訪問系サービス事業所 ３ヶ所
・指定相談支援事業所 １ヶ所
・基準該当（生活介護） １ヶ所
・基準該当（居宅介護） １ヶ所

・就労継続支援（Ｂ型）事業所 １ヶ所 10名
・訪問系サービス事業所 １ヶ所

・知的障害者更生施設
１ヶ所 定員入所50名 通所15名

・短期入所事業所 １ヶ所
・ＧＨ／ＣＨ ４ヶ所 定員合計19名
・訪問系サービス事業所 １ヶ所

・就労継続支援（Ｂ型）事業所
１ヶ所 定員20名

・訪問系サービス事業所 １ヶ所

【 平成23年７月31日現在 】 
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 (3) 圏域内の地域移行等の目標 

 
① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

項 目 目 標 値 備  考 

入所者数 240人 H17.10.1時点の入所者数 

【目標値】 

地域生活移行者数 
61人 

第２期計画の目標値：69人 

23年７月末時点の実績：41人 

【目標値】 

平成26年度末入所者数 
205人 

第２期計画の目標値：187人 

23年７月末時点の実績：228人 

 
 

② 福祉施設利用者の一般就労への移行 
項 目 目 標 値 備  考 

平成 17 年度において福祉施設か

ら一般就労へ移行した人の数 
２人  

【目標値】 

26年度における福祉施設から一般

就労へ移行する人の数 

15人 
第２期計画の目標値：14人 

22年度の実績：８人 

 
 
 
 
 
(4) 障害福祉サービスの見込量等 

 
① 訪問系サービス 

サービス種別 

利用実績 利用見込 

21年度 

(22年3月) 

22年度 

(23年3月) 

23年度 

(23年7月) 

24年度 

見込量 

25年度 

見込量 

26年度 

見込量 

居宅介護、重度訪

問介護、行動援

護、同行援護 

2,283 

時間/月 

2,522 

時間/月 

2,671 

時間/月 

3,491 

時間/月 

3,548 

時間/月 

3,691 

時間/月 

106人 114人 121人 157人 165人 176人 

※ 利用実績は、各年度欄に括弧で記載する月の利用実績 

 

 

② 日中活動系サービス 

サービス種別 

利用実績 利用見込 

21年度 

(22年3月) 

22年度 

(23年3月) 

23年度 

(23年7月) 

24年度 

見込量 

25年度 

見込量 

26年度 

見込量 

生 活 介 護 

700 

人日/月 

1,231 

人日/月 

1,835 

人日/月 

6,518 

人日/月 

6,687 

人日/月 

6,921 

人日/月 

38人 67人 96人 312人 322人 336人 
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サービス種別 

利用実績 利用見込 

21年度 

(22年3月) 

22年度 

(23年3月) 

23年度 

(23年7月) 

24年度 

見込量 

25年度 

見込量 

26年度 

見込量 

自 立 訓 練 

（機能訓練） 

－ 

人日/月 

74 

人日/月 

71 

人日/月 

22 

人日/月 

20 

人日/月 

20 

人日/月 

人 ４人 ４人 １人 １人 １人 

自 立 訓 練 

（生活訓練） 

29 

人日/月 

81 

人日/月 

100 

人日/月 

122 

人日/月 

162 

人日/月 

182 

人日/月 

２ 人 ５人 ５ 人 ６ 人 ８人 ９人 

就労移行支援 

137 

人日/月 

199 

人日/月 

231 

人日/月 

262 

人日/月 

302 

人日/月 

355 

人日/月 

７人 13人 13人 13人 15人 17人 

就労継続支援 

（ Ａ 型 ） 

791 

人日/月 

803 

人日/月 

830 

人日/月 

989 

人日/月 

1,052 

人日/月 

1,141 

人日/月 

39人 38人 42人 49人 52人 56人 

就労継続支援 

（ Ｂ 型 ） 

1,353 

人日/月 

1,814 

人日/月 

1,888 

人日/月 

4,717 

人日/月 

5,018 

人日/月 

5,184 

人日/月 

86人 112人 118人 260人 274人 282人 

療 養 介 護 ２人 ３人 ３人 50人 50人 50人 

短 期 入 所 

254 

人日/月 

221 

人日/月 

134 

人日/月 

199 

人日/月 

204 

人日/月 

222 

人日/月 

62人 28人 20人 47人 47人 49人 

※ 利用実績は、各年度欄に括弧で記載する月の利用実績 
 

③ 居住系サービス 

サービス種別 

利用実績 利用見込 

21年度 

(22年3月) 

22年度 

(23年3月) 

23年度 

(23年7月) 

24年度 

見込量 

25年度 

見込量 

26年度 

見込量 

共同生活援助 

共同生活介護 
104人 114人 123人 150人 168人 196人 

施設入所支援 16人 25人 53人 218人 212人 208人 

※ 利用実績は、各年度欄に括弧で記載する月の利用実績 
 

④ 指定相談支援サービス 

サービス種別 

利用実績 利用見込 

21年度 

(22年3月) 

22年度 

(23年3月) 

23年度 

(23年7月) 

24年度 

見込量 

25年度 

見込量 

26年度 

見込量 

計画相談支援 17 人/月 14人/月 14 人/月 102人/月 156人/月 205人/月 

地域移行支援 － 人/月 － 人/月 － 人/月 16人/月 14人/月 15人/月 

地域定着支援 － 人/月 － 人/月 － 人/月 3人/月 14人/月 15人/月 

※ 利用実績は、各年度欄に括弧で記載する月の利用実績 
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２ 必要なサービスの供給体制の整備 

(1) 日中活動系サービス 

 

サービス 

種  別 

圏域内定員

見込(23年度末) 
項  目 24年度 25年度 26年度 

生 活 介 護 462人 

圏域内事業所利用見込者数 500人 511人 525人 

整備が必要と見込まれる数 38人 11人 14人 

   〃    事業所数 ２ヶ所 １ヶ所 １ヶ所 

自 立 訓 練 

(機能訓練) 
－ 

圏域内事業所利用見込者数 － １人 － 

整備が必要と見込まれる数 － １人 － 

   〃    事業所数 － １ヶ所 － 

自 立 訓 練 

(生活訓練) 
37人 

圏域内事業所利用見込者数 12人 20人 30人 

整備が必要と見込まれる数 － － － 

   〃    事業所数 － － － 

就労移行支援 18人 

圏域内事業所利用見込者数 ６人 13人 12人 

整備が必要と見込まれる数 － － － 

   〃    事業所数 － － － 

就労継続支援 

( Ａ 型 ) 
60人 

圏域内事業所利用見込者数 59人 60人 61人 

整備が必要と見込まれる数 － － １人 

   〃    事業所数 － － １ヶ所 

就労継続支援 

( Ｂ 型 ) 
244人 

圏域内事業所利用見込者数 285人 301人 315人 

整備が必要と見込まれる数 41人 16人 14人 

   〃    事業所数 ３ヶ所 － １ヶ所 

 
サービス 

種  別 

圏域内定員

見込(23年度末) 
項  目 24年度 25年度 26年度 

短 期 入 所 ８ヶ所 
圏域内事業所利用見込者数 64人 62人 63人 

整備が必要と見込まれる数 （64人） （62人） （63人） 

   ※「整備が必要と見込まれる数」の（ ）は、「圏域内事業所利用見込者数」が見込まれる場合には、

その見込者数を、見込みがない場合には、圏域内市町村のサービス利用見込者数 
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(2) 居住系サービス 

サービス 

種  別 

圏域内定員

見込(23年度末) 
項  目 24年度 25年度 26年度 

共同生活援助 

共同生活介護 
162人 

圏域内事業所利用見込者数 227人 249人 288人 

整備が必要と見込まれる数 65人 22人 39人 

   〃    事業所数 13ヶ所 ５ヶ所 ８ヶ所 

施設入所支援 360人 

圏域内事業所利用見込者数 360人 354人 346人 

整備が必要と見込まれる数 － － － 

   〃    事業所数 － － － 

 
 
 

３ 今後の取組み 

(1) サービス提供体制の充実 
 

○ 短期入所や共同生活援助については、圏域内の事業所等でもサービスが受けられるよう、

利用者のニーズや利用量等を把握して、事業所への働きかけや相互利用の調整など、サービ

ス提供体制の充実に取り組んでいきます。 

 
○ 精神障害者・知的障害者の新たな利用や障害の重度化などにより増加が見込まれる訪問系

サービスをはじめ、整備が必要と見込まれる生活介護、就労継続支援などのサービスを充実

するため、各市町村や事業所、医療機関などの関係機関との連携を図りながら、取り組みを

進めていきます。 

 

○ 就労支援については、就労継続支援事業所や公共職業安定所、就業・生活支援センター、

特別支援学校や各市の地域活動支援センター・相談支援事業所と連携して、地元企業での職

場実習を通した一般就労と就労後の定着を促進します。また、ライフステージを通した支援

を継続するために関係機関の協議を進めます。 

 

○ 日中活動系サービスについては、圏域内にとどまらず高知市内の事業所を含めたサービス

の利用調整や相互の連携を進めていきます。 

 

○ どの地域でも相談支援や地域活動へのさらなる取り組みが進むよう、地域活動支援センタ

ーや相談支援事業所の機能強化、また嶺北地域などの中山間地域での新たな事業所を確保す

るため、地域内での協議を進めていきます。 

 

○ 全般的にサービスが不足している嶺北地域においては、障害のある人が身近なところでニー

ズに応じたサービスが受けられるよう、中山間地域において新たに送迎付きの通所事業所を行

う事業者への助成や、日中活動を提供する介護保険のデイサービス、また、あったかふれあい

センター事業などへの利用促進により、サービス提供体制を充実します。 



 
 

83 

 

(2) 住まいの場の確保 

 
○ 施設入所者等の地域生活への移行等に伴い、グループホーム等の利用が多く見込まれること

から、施設整備の補助制度や地域の遊休資産を活用するなどして積極的に地域での住まいの場

の確保を進めます。 

 
 
 
(3) 地域における支援体制の充実 

 
   ○ 各市町村においてそれぞれ個別の課題に取り組むとともに、広域での支援体制の充実に向け

て、嶺北地域では４町村共同設置の自立支援協議会において、また、南国、香美、香南の３市

では事業所、福祉保健所等で構成する連絡調整会議において、共通課題の解決に向けた検討を

進めていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
圏域における県機関：中央東福祉保健所 
 
〒782-0016 
高知県香美市土佐山田町山田１１２８-１ 
 電話（代表）：０８８７- ５３- ３１７１ 
   ファクス：０８８７- ５２- ４５６１ 

http://www.pref.kochi.lg.jp/
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２．香南市障害者自立支援協議会 

平成 19 年 11 月に協議会を設置して以降、市の様々な課題に取り組み、在宅生活支援事業、障

害児長期休暇支援事業、声の広報、市営住宅のケアホーム化、福祉フォーラムの開催などを行って

きました。 

　全体会（全構成機関の協議の場）　　　※関係機関の代表者で構成。また、専門部会への実務担当者の出席を調整・承諾済。

　専門部会（テーマを絞り込んで協議）　　※関係機関等の実務担当者等で構成。

香南市障害者自立支援協議会の組織及び活動フロー図
　　　　障害者自立支援法の施行に伴い、障害者基本計画＆第１期障害福祉計画を策定する中で、今後重要視
　　　されるであろう地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場が必要！
　　　　　→障害者自立支援協議会の設置を障害者基本計画に盛り込み、平成19年11月に設置。

　(1)委託相談支援事業所　　　　　　　　　　　　　　　 　(5)就労支援及び雇用関係機関
　　　　地域活動支援センターあけぼの　　　　　　　　　　　　　　ハローワーク（高知公共職業安定所香美出張所）、
　(2)障害福祉サービス提供事業者　　　　　　　　　　　　　　　　障害者就労･生活支援センターゆうあい
　　　　香南市社会福祉協議会、香南くろしお園、　　　 　　　(6)教育関係機関
　　　　風車の丘あけぼの、フレンドリー、いきいき　　　　　　　　　高知県立山田養護学校
　(3)障害者団体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(7)県及び市行政関係部署
　　　　香南市身体障害者連盟、香南市手をつなぐ育成会、　　　　　　県中央東福祉保健所、市福祉事務所、
　　　　香美地区家族・当事者の会　　　　　　　　　　　　 　　　　市健康対策課、市高齢者介護課、市教育委員会
　(4)保健及び医療関係機関　　　　　　　　　　　  　　　　(8)その他福祉事務所長が必要と認める機関
　　　　同仁病院

　　　　事務局：市福祉事務所　　　☆総会や部会の運営について企画・立案・調整

　　 相談支援部会　　　　　　　　　　　　 就労支援部会　　　　 　　　　　　　こども部会　　　　　　　　　　　　 　計画･連携部会
　　　　（月１回・随時）　　　　　　　　　　　　（随時）　　　　　　　　　　　　　　　　（随時）　　　　　　　　　　　　　　　（年１～２回）

　市福祉事務所
　相談支援事業所あけぼの
　社会福祉協議会
　市健康対策課
　市高齢者介護課
　中央東福祉保健所

　市福祉事務所
　ゆうあい
　相談支援事業所あけぼの
　中央東福祉保健所
　ハローワーク

　市福祉事務所
　相談支援事業所あけぼの
　市教育委員会
　　（学校教育課、こども課）
　市健康対策課
　中央東福祉保健所

　市福祉事務所
　相談支援事業所あけぼの
　中央東福祉保健所

　該当サービス事業所
　本人・家族含む関係者
　医療機関（相談員、デイケア）
　地域包括支援センター
　教育委員会
　養護学校
　ハローワーク
　アドバイザー　　等

　該当サービス事業所
　本人・家族含む関係者
　医療機関（相談員、デイケア）
　養護学校
　アドバイザー　　等

　学校（担任等）
　養護学校
　本人・家族含む関係者
　医療機関（相談員）　　等

　障害者等の関係団体
　行政関係部署
　香美市福祉事務所
　南国市福祉事務所
　その他関係者　等

①あけぼのの活動（課題）報告
②相談対応（状況）報告
③個別ケア会議の実施
　　（サービス調整、
　　　　地域生活支援等）
④対応困難事例の検討、報告
⑤地域移行（退院ﾌｫﾛ )ー

①ｻｰﾋﾞｽ支給決定更新時協議
　　（就労移行&就労継続支援）
②就労移行希望者の支援
③相談対応（状況）報告
④合同研修会　　　　　　　　等

①事業取り組み
　　（長期休暇支援事業等）
②進路相談等状況報告
③個別ケア会議の実施
　　（サービス調整、
　　　　地域生活支援等）
④対応困難事例の検討、報告

①各種施策等の研究・創設
②地域ネットワーク構築
③地域社会資源の開発・改善
④広域活動の推進

　　　今後も現状のスタンスで行っていく予定ですが、障害者施策の変革や重点課題に対応するため、もっと機動性
　　　（連携充実・迅速対応）を充実させると共に、今まで行政主導による議題提起が多かった状況を構成機関等に
　　　よる議題提起へと移行し、活性化を図るとともに、障害のある方に関わる情報の共有を今以上に推進したいと
　　　考えています。

平成１８年１１月から毎月行って
いた連絡会をベースに、地域活
動支援センターの活動報告や課
題、障害者福祉等サービス利用
者の状況報告、相談及び対応報
告など、個別ケア内容を含め情
報共有を図っています。
　そういった中で、医療機関から
退院対応を含めた相談等も増え
ており、事例に応じて、病院の相
談員、デイケアスタッフへも参加
要請しています。
　特に精神障害のある方の地域
生活を支援していくためには、医
療との連携が重要であるため、
日頃から相談や情報共有ができ
るような関係づくりが必要になっ
ています。

　就労支援サービスの支給決定
更新時の協議の場として機能す
ることが多くその該当サービス事
業所へも参加要請しています。
　また、就労相談時に明確な情
報を提供しづらいとの声もあり、
近隣市町村を含むサービス事業
所に対し、作業内容、就労時間、
送迎の有無などのアンケート調
査を行い、利用者に提供しやす
い情報としてまとめました。
　今後、精神障害のある方の就
労に向けた取り組みが医療機関
にも広がっていくことが予想され
るため、その人の病状や性格、
家族との連携などを踏まえたうえ
で、どの機関がどのように関わり
信頼関係を築いていけるのか、
部会を通じその役割分担が重要
になってきます。

　「相談支援部会」においてニー
ズの高まってきた子どもに関す
る相談対応をより具体化してい
くための場として、平成２１年度
に設置しました。
　縦割りにより関係機関がライ
フステージごとに移っていくこと
の問題から、関係する保育、幼
稚、小学校、中学校のほか、健
康対策課、福祉事務所、中央東
福祉保健所が持っている個人
の情報を共有化し、家族を含め
た関係づくりや支援方法を協議
して行くことを目指しています。
　また、その協議の中で、部会
内でも施策がわかりにくいという
声もあり、保護者向けのパンフ
レットの作成を予定しています。

　３市の福祉事務所との施策
の情報交換、また障害者福祉
計画の策定を担う場として設
置しました。
　３市の担当者とは、市町村
向け各種会議の際に協議時
間を取るなどして日常から連
携しており、部会としては数回
行い、障害福祉サービスと地
域生活支援事業の上限額設
定や各種情報交換、また管内
の新規サービスへの調整など
社会資源の開発にも関わって
います。
　平成２０、２３年度策定の香
南市障害者福祉計画は素案
作成時から全体会にて行った
ため、部会としては、計画に必
要な障害福祉サービス利用者
アンケートの内容について検
討しました。

随時参集

主要ﾒﾝﾊﾞｰ

協議内容

相談内容が就労におよぶ場合は、就労支援部会、こど
もに関する場合はこども部会へ

・各専門部会への活動計画の提案
・各専門部会からの活動報告 等
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３．香南市の相談窓口等 

 
（1） 香南市内の相談窓口 

 ①市役所 

 障害者手帳をはじめ手当や福祉サービス、福祉制度の相談や申請の窓口です。障害に関する相談以外は、必要とされる

支援機関等への連絡調整を図ります。 

名  称   電話 ファックス 〒 所在地 

 香南市福祉事務所 57-8509 56-1148 781-5232 香南市野市町西野 534-1 

 

支 所 

 

  

（赤岡支所） 55-3111 57-7525 781-5310 香南市赤岡町 475-5 

（香我美支所） 55-2111 57-7527 781-5452 香南市香我美町下分 647 

（夜須支所） 55-3141 57-7529 781-5601 香南市夜須町坪井 270-3 

（吉川支所） 55-3121 57-7528 781-5241 香南市吉川町吉原 95 

      

 ②相談支援事業所 （障害関連の総合相談窓口） 

  地域活動支援センター業務と併せ、各種相談に対して電話や訪問で対応しています。（香南市から委託） 

名  称   電話 ファックス 〒 所在地 

 あけぼの   57-7180 57-7181 781-5601 
香南市夜須町坪井 16-1 

 夜須福祉センター２階 

      

 ③市社会福祉協議会 

  福祉や生活の相談､権利擁護事業などを行っています。 

名  称   電話 ファックス 〒 所在地 

 香南市社会福祉協議会 57-7300 57-7305 781-5241 
香南市吉川町吉原 95 

 香南市役所吉川支所２階 

      

 ④障害者相談員 (H24.3.1 現在) 

 相談員（県知事から委嘱）は、当事者や家族の立場で自らの経験を生かして、本人や家族の相談に応じています。 

名  称   電話 ファックス 〒 所在地 

身体障害者相談員 

岡﨑 法子 56-2089 － 781-5213 香南市野市町東野 180-9 

松木 雅久 56-0075 － 781-5232 香南市野市町西野 234-5 

大前 京子 55-5505 － 781-5241  香南市吉川町吉原 202 

横田 鈴子 55-4007 － 781-5451 香南市香我美町上分 2880 

知的障害者相談員 住江 直子 56-5705 － 781-5232  香南市野市町西野 1343-7 
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４．香南市の取り組み事業 
 

事業名 内 容 （ 対 象 者 等 ） 個人負担等 Ｐ 

補装具費の支

給 

身体障害のある人に対する補装具の交付若しくは修理又はこ

れに代わる補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給。 

対象品目：義肢、装具、座位保持装置、義眼、眼鏡、補聴器、車い

す、電動車いす、起立保持具、歩行器、頭部保持具、排便補助

具、重度障害者用意思伝達装置等 

個人負担：１割 

（上限限度額あり） 
52 

相談支援事業 
障害のある人、その保護者等からの相談に応じるとともに、必

要な情報の提供等を行う。 
－ 54 

コミュニケーシ

ョン支援事業 

意思疎通を図ることが困難で、手話通訳・要約筆記等を必要と

する個人や団体へ手話通訳者等を派遣。 
個人負担：なし 55 

日常生活用具

給付等事業 

重度身体障害のある人に日常生活用具の給付や貸与を行う。 

対象用具：介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等

支援用具、情報・意思疎通支援用具、ストマ等排せつ管理支援用

具、住宅改修含む居宅生活動作補助用具 

個人負担：１割 

（上限限度額あり） 
56 

移動支援事業 

屋外での移動に困難がある個人及びグループに対し、ヘルパ

ーによる移動を支援。 

(1)重度の視覚障害のある人(身体障害者 1・2 級) 

(2)身体障害者手帳(1・2 級)保持者で下肢又は四肢障害及び体幹

機能障害のある者 

(3)知的障害及び精神障害のある人で移動支援が特に必要と認

められる者 

個人負担：１割 

 （上限限度額あり） 

※身体介護あり 

 →1 時間あたり 200 円 

※グループ 

 →利用人数で費用設定 

57 

地域活動支援

センター事業 

地域活動支援のため障害のある人等が通い、創作的活動、日

中活動（ガーデニング、健康太極拳、憩いの部屋等）を提供。 

個人負担：なし 

ただし食材料費は実費 
57 

訪問入浴サー

ビス 

家庭での入浴が困難な重度身体障害のある人に対し、訪問入

浴事業所のスタッフが訪問し入浴介助を行う。 

(1)下肢障害又は体幹機能障害の1級、2級を有し、通所施設等で

の入浴が困難で在宅入浴サービスが必要な者 

 ※介護保険での給付が可能な者は対象外 

 

個人負担：１割 

(上限限度額あり） 

※１回当たり 1,250 円     

60 

日中一時支援

事業 

生活介護給付を受けられない障害のある人に対し、短期入所

や児童デイの休日や長期休暇中に日中預かりを行う。 

(1)短期入所支援の支給決定を受けている者 

(2)障害程度区分により、生活介護給付を受けられない者 

個人負担：１割 

※障害程度区分及び 

サービス提供時間による 

60 

自動車運転免

許取得・改造助

成事業 

障害者の社会参加支援のため、自動車の免許取得費用や車

輌の改造について助成。 

(1)運転免許取得は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健

福祉手帳の保持者 
(2)自動車改造は身体障害者手帳の保持者（18 歳以上）自らが所

有し、運転する自動車の操向装置等の改造を必要とする者 

運転免許取得 
：取得費用の２／３以内 

自動車改造 
：改造経費相当額 

※助成上限額：１０万円 

60 

福祉ホーム事

業 

世話人等を配置した障害者用の居住施設に対し、その管理費

用等を助成（香南市に居住していた者）。 
－ 61 
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事業名 内 容 （ 対 象 者 等 ） 個人負担等 Ｐ 

在宅生活支援

事業 

長期入院・入所している重度障害のある人の退院・退所前に、

在宅復帰後の利用見込みサービスを外泊や外出時に自宅で提

供。 
対象者：長期入院中の重度身体障害のある人で、退院・退所の予

定日前１ヶ月以内の者 

個人負担：１割 

 （上限限度額あり） 

※サービス提供時間 

50 時間以内 

61 

医療機関送迎

サービス事業 

福祉タクシーや移送用車両等により、居宅から福祉･保健･医

療機関への送迎を行う。 

(1)介護保険の要介護 3～5 の者 

(2)身体障害者手帳 1、2 級のうち下肢､体幹機能障害､視覚障害

による手帳を所持する者及び 3 級のうち下肢､体幹機能障害の手

帳を所持する者 

(3)療育手帳 A1・A2 の者 

(4)精神保健福祉手帳 1 級の者 

香南市内：自己負担なし 

香南市外：以下助成限度

額あり 

※高知市まで 5,000 円、 

南国市･香美市･芸西村･

安芸市まで 3,000 円 

※月 1 回以内 

62 

 

社会参加のた

めの外出支援

サービス事業 

在宅で外出の際に第三者の付き添いが必要な者に対し、移送

用車両を使用し、社会参加のための外出を支援。 

(1)身体障害者手帳の 1、2 級のうち障害により臥床している者又

は車いす利用者で、一般交通機関の利用が困難な者 

(2)療育手帳 A1・A2 の者 

(3)精神保健福祉手帳 1 級の者 

個人負担：なし 

※年間総利用時間は 

30 時間以内 

62 

住宅改造支援

事業 

身体障害のある人の安全向上、介護負担軽減のために行う住

宅改修に対し、工事費を補助。 

(1)障害者手帳１級･２級の者、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期

以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障害に

限る）のある障害等級３級の者 
※世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が 40 万円以上の

者は対象外 

補助額：補助対象経費

（100 万円以内）の 2/3 
63 

障害児者地域

支え合い支援

事業 

心身障害のある人が家庭において介護を受けることが出来

ず、一時的に介護を必要とする場合に登録介護者に介護委託す

る。 

(1)療育手帳保持者    (2)身体障害者手帳保持者 

自己負担：300 円／時間 

※年間 50 時間以内 
63 

障害児長期休

暇支援事業 

特別支援学校等の長期休暇期間中に、地域において心身障害

のある子どもに日中活動等の援助を行う。 

(1)特別支援学校等在籍者 

個人負担：なし（予定） 

ただし食材料費は実費 
64 

重度心身障害

児･者医療費の

助成 

《県補助事業》 

・身体障害者手帳１･２級または療育手帳Ａ１･Ａ２ 

・身体障害者手帳３･４級と療育手帳Ｂ１(１８歳未満) 

※平成１５年１０月１日以降６５歳以上で新たに上記の対象に

なった場合は住民税が非課税世帯の方のみ対象 

《市単独事業》 

・身体障害者手帳３級または療育手帳Ｂ１･Ｂ２ 

※世帯の総所得額が２００万円以下の方が対象 

（６５歳以上の方は住民税非課税世帯の方のみ対象） 

 65 
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